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折
口
信
夫　

大
嘗
祭　
「
大
嘗
祭
の
本
義
」　

小
池
元
男　

講
演
筆
記

　
　
　

一
、
は
じ
め
に

　

令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）
十
一
月
十
四
日
（
木
）
午
後
三
時
四
十
分
過
ぎ
、
東
京
都
三
宅
坂
の
国
立
劇
場
に
て
中
村
吉
右
衛
門
丈
主
演
の
「
通
し

狂
言
孤こ

高こ
う
の

勇ゆ
う

士し

嬢む
す
め

景か
げ

清き
よ

―
日
向
嶋
―
」
を
見
終
わ
っ
た
私
は
、
劇
場
正
面
の
内
堀
通
り
に
立
っ
て
い
た
。
何
故
か
、
通
り
に
は
車
が
一
台
も
走
っ
て
い
な
い
の
に
、
横
断
歩
道

の
信
号
は
赤
で
あ
る
。
怪
訝
な
顔
で
い
る
と
、
歩
道
に
立
つ
警
官
が
、「
信
号
は
渡
れ
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
こ
こ
に
い
れ
ば
雅
子
皇
后
に
会
え
ま
す
」
と
つ
ぶ
や

い
た
。
一
瞬
戸
惑
っ
た
。
が
、
ほ
ど
な
く
警
備
の
車
に
導
か
れ
、
雅
子
様
を
乗
せ
た
黒
塗
り
の
御
料
車
が
現
わ
れ
、
こ
ち
ら
に
向
け
て
、
に
こ
や
か
に
手
を
振
り

な
が
ら
通
り
過
ぎ
て
行
っ
た
。
予
期
せ
ぬ
こ
と
で
驚
い
た
が
、
思
い
返
せ
ば
、
今
日
、
十
四
日
は
大
嘗
祭
の
当
日
で
、
祭
り
に
臨
ま
れ
る
皇
后
陛
下
の
お
車
で
あ
っ

た
。
そ
う
い
え
ば
、
地
下
鉄
半
蔵
門
駅
の
上
に
は
警
官
が
二
名
、
皇
族
方
が
宮
中
へ
出
入
り
す
る
半
蔵
門
前
、
曲
が
り
角
や
路
地
裏
に
も
、
そ
ち
こ
ち
に
警
官
が



國
學
院
大
學
紀
要
　
第
五
十
九
巻
（
二
〇
二
一
年
）

二

立
っ
て
厳
し
い
目
を
周
囲
に
向
け
て
い
た
。
後
で
聞
け
ば
、
休
憩
を
取
り
な
が
ら
、
交
替
で
、
徹
夜
の
警
備
だ
そ
う
だ
。
今
日
、
新
暦
十
一
月
の
中
の
卯
の
日
は
、

日
本
で
最
も
古
式
ゆ
か
し
い
、
秘
儀
の
祭
り
が
夜
を
徹
し
て
行
わ
れ
る
特
別
な
一
日
な
の
だ
っ
た
。

　

さ
て
、
今
か
ら
九
十
二
年
前
、
昭
和
天
皇
の
大
嘗
祭
は
、
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
十
一
月
十
四
日
（
水
）
に
京
都
御
所
に
て
執
り
行
わ
れ
た
。
時
に
数
え
で

四
十
二
歳
の
折
口
信
夫
は
、
後
に
『
古
代
研
究　

民
俗
学
篇　

第
二（

（
（

』
に
収
録
さ
れ
る
「
大
嘗
祭
の
本
義
」
の
講
演
を
そ
の
年
に
行
っ
て
い
る
。
周
知
の
と
お
り
、

折
口
の
残
さ
れ
た
原
稿
に
は
弟
子
に
よ
る
口
述
筆
記
や
講
演
・
講
義
で
の
筆
記
ノ
ー
ト
を
も
と
に
し
た
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
筆
録
者
や
年
月
、
成
稿
の
過
程
の

不
明
な
も
の
が
多
い
。「
大
嘗
祭
の
本
義
」
も
そ
の
一
つ
で
、
新
版
全
集
の
解
題
は
六
つ
の
論
文
・
講
演
を
指
摘
し
て
、
そ
の
う
ち
昭
和
三
年
六
月
二
十
九
日
・

三
十
日
に
東
筑
摩
郡
教
育
会
中
央
部
支
会
主
催
で
行
わ
れ
た
と
い
う「
大
嘗
祭
の
本
義
」講
演
を
、「
蓋
然
性
が
高
い
が
、講
演
筆
記
を
未
だ
確
認
で
き
な
い
の
で
、

有
力
な
説
」
と
し
て
あ
げ
る
に
と
ど
め
て
い
る（

（
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
筆
者
が
手
元
に
預
か
っ
て
い
る
小
池
元
男
資
料（

（
（

に
は
、
折
口
信
夫
の
「
大
嘗
祭
の
本
義
」
の
講
演
筆
記
ノ
ー
ト
と
、「
大
嘗
祭
の
本
義
」
抜
刷
が

残
さ
れ
て
い
る
。
ノ
ー
ト
は
三
冊
、
一
つ
は
表
紙
の
両
側
に
片
や
「
折
口
信
夫
先
生　

德
川
時
代
文
學
史　

豊
科
小
學
校　

昭
和
三
年
六
月
」、
片
や
「
折
口
信

夫
先
生　

大
嘗
祭
の
本
義　

信
州
・
本
郷
小
學
校
」
と
題
さ
れ
、
当
該
本
文
の
枠
外
に
「
浅
間
小
學
校
講
演
」
と
記
さ
れ
た
四
十
一
頁
分
の
ノ
ー
ト
（
ノ
ー
ト
番

号
６
）、
一
つ
は
表
紙
の
一
方
に
「
折
口
信
夫
先
生　

江
戸
時
代
文
學
史　

律
散
文
篇　

豊
科
小
學
校
」
と
題
さ
れ
、
当
該
本
文
の
枠
外
に
「
浅
間
講
」
と
記
さ

れ
た
三
十
七
頁
分
の
ノ
ー
ト
（
同
（5
）、
あ
と
一
つ
は
表
紙
の
両
側
に
片
や
「
折
口
信
夫
先
生　

德
川
時
代
文
學
史　

散
文
・
律
文　

信
州
・
和
田
小
學
校
」、
片

や
「
萬
葉
集　

折
口
信
夫
先
生　

小
池
元
男
」
と
題
さ
れ
た
六
十
六
頁
分
の
ノ
ー
ト
（
同
（（
）
で
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
本
ノ
ー
ト
三
冊
は
折
口
信
夫
の
信
州

で
の
講
演
を
筆
録
し
た
も
の
で
、
ま
ず
昭
和
三
年
六
月
八
日
（
金
）
か
ら
十
日
（
日
）
ま
で
長
野
県
南
安
曇
郡
豊
科
小
学
校
で
行
っ
た
「
徳
川
時
代
文
学
史
（
江

戸
時
代
文
学
史
）」
の
講
演
を
ノ
ー
ト
番
号
６
に
縦
書
で
一
頁
お
き
に
記
し
、
つ
い
で
ノ
ー
ト
番
号
（5
に
も
同
じ
く
記
し
た
も
の
に
、
後
日
行
わ
れ
た
「
大
嘗
祭

の
本
義
」
の
講
演
を
ノ
ー
ト
番
号
（5
の
逆
か
ら
空
頁
に
縦
書
で
記
し
、
つ
い
で
ノ
ー
ト
番
号
６
に
同
じ
く
筆
記
し
、
最
後
の
部
分
を
ノ
ー
ト
番
号
（（
に
筆
記
し
た

も
の
と
見
ら
れ
る
。
本
ノ
ー
ト
の
翻
刻
は
『
武
蔵
野
大
学
日
本
文
学
研
究
所
紀
要
』
に
収
載
す
る（

（
（

の
で
、
詳
細
は
そ
ち
ら
に
譲
る
が
、
筆
記
年
月
の
記
載
は
な
く
、

た
だ
文
中
に
「
第
一
日
十
一
時
よ
り
」、「
午
後
一
時
」、「
十
時
」、「
第
四　

斎
場
」、「
午
后
」、「
第
三
日　

九
時
」、「
午
后
一
時
よ
り
」
な
ど
と
見
出
し
を
立
て

た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
講
演
は
三
日
間
、
午
前
・
午
後
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。

　

ま
た
、「
大
嘗
祭
の
本
義
」
抜
刷
は
、『
古
代
研
究　

民
俗
学
篇　

第
二
』
か
ら
の
も
の
で
あ
る（

5
（

。
そ
の
八
八
頁
の
末
尾
に
は
万
年
筆
で
「
昭
和
三
年
七
月
一
・



折
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夫
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祭
の
本
義
」
講
演
の
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三

二
・
三
の
三
日
間　

長
野
縣
東
筑
摩
郡
教
育
會
東
北
部
支
會
に
て　

小
池
元
男
筆
録
」
と
記
し
て
あ
る
。
一
般
的
に
考
え
れ
ば
、
本
抜
刷
は
折
口
か
ら
小
池
に
手

ず
か
ら
渡
さ
れ
た
も
の
へ
、
小
池
が
注
記
を
加
え
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
折
口
の
「
大
嘗
祭
の
本
義
」
講
演
は
、
解
題
の
記
述
と
は
異
な
っ
て
、
昭
和
三
年
七
月
一
・
二
・
三
の
三
日
間
に
わ
た
り
、
長
野
県
東
筑
摩

郡
教
育
会
東
北
部
支
会
で
開
か
れ
、
そ
の
筆
記
を
小
池
元
男
が
行
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る（

（
（

。

　

小
池
元
男
は
、
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）、
長
野
県
松
本
市
生
ま
れ
。
大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）
四
月
、
國
學
院
大
學
予
科
に
入
学
し
、
折
口
信
夫
に

師
事
、
郷
土
研
究
会
の
幹
事
を
務
め
、
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
三
月
予
科
修
了
の
の
ち
、
本
科
に
進
み
、
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）
二
月
に
歩
兵
第
五
十
九
聯

隊
入
隊
の
後
、
三
月
国
文
科
卒
業
。
十
一
月
三
十
日
に
歩
兵
第
五
十
九
聯
隊
退
営
の
翌
日
、
昭
和
六
年
十
二
月
一
日
よ
り
昭
和
八
年
四
月
ま
で
國
學
院
大
學
の
折

口
信
夫
研
究
室
助
手
と
し
て
勤
務
し
た
。
本
ノ
ー
ト
は
、
折
口
全
集
解
題
の
い
う
「
講
演
筆
記
」
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
小
池
元
男
筆
録
の
「
大
嘗
祭
の
本
義
」
を
、『
古
代
研
究　

民
俗
学
篇　

第
二
』
に
収
録
さ
れ
た
「
大
嘗
祭
の
本
義
」
と
比
較
検
討
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
折
口
信
夫
の
学
問
の
方
法
を
考
え
る
端
緒
と
し
た
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
当
該
ノ
ー
ト
以
外
に
折
口
が
大
嘗
祭
に
つ
い
て
言
及

し
て
い
る
も
の
が
小
池
ノ
ー
ト
に
あ
る
か
を
確
認
し
、
つ
い
で
折
口
の
「
大
嘗
祭
の
本
義
」
の
内
容
を
、
小
池
ノ
ー
ト
と
比
較
・
対
照
し
て
行
く
。

　
　
　

二
、
小
池
元
男
ノ
ー
ト
の
大
嘗
祭
の
記
述

　

す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
小
池
元
男
は
大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）
四
月
か
ら
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
四
月
ま
で
、
國
學
院
大
學
に
お
い
て
折
口
信
夫
の
近

く
に
お
り
、
そ
の
後
、
郷
里
の
長
野
県
松
本
市
に
帰
っ
て
か
ら
も
信
州
に
講
演
・
講
義
の
た
め
に
や
っ
て
来
る
折
口
の
も
と
を
訪
ね
、
昭
和
十
一
年
く
ら
い
ま
で

ノ
ー
ト
を
取
り
、
時
に
自
己
の
責
任
で
活
字
化
も
し
て
い
る（

（
（

。

　

小
池
が
残
し
た
折
口
に
か
か
わ
る
講
義
ノ
ー
ト
百
冊
余
り
の
中
に
は
、
折
口
が
大
嘗
祭
に
つ
い
て
言
及
し
た
と
こ
ろ
は
散
見
し
、
中
で
も
特
に
ま
と
ま
っ
て
言

及
の
見
ら
れ
る
も
の
が
「
大
嘗
祭
の
本
義
」
ノ
ー
ト
の
ほ
か
三
つ
あ
る
。
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

・
ノ
ー
ト
番
号
5（　
「
国
文
学
史
」（
國
學
院
大
學
講
義
、
昭
和
三
年（

（
（

）

・
ノ
ー
ト
番
号
７　
「
神
道
に
現
れ
た
古
代
民
族
論
理
」（
信
州
講
演
会
、
昭
和
四
年
）



國
學
院
大
學
紀
要
　
第
五
十
九
巻
（
二
〇
二
一
年
）

四

・
ノ
ー
ト
番
号
（（
～
（0
「
古
代
研
究
一
～
三
」（
八
王
子
市
講
習
会
、
昭
和
七
年
）

　

ノ
ー
ト
番
号
5（
は
昭
和
三
年
度
の
國
學
院
大
學
本
科
の
「
国
文
学
史
」
の
講
義
で
、「
発
生
日
本
文
学
史
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
大
嘗
祭
に
か
か
わ
る
講
義
は
、

十
一
月
八
日
（
木
）
の
も
の
で
、
冒
頭
に
「
時
、
丁
度
、
御
一
代
一
度
の
大
嘗
祭
が
行
は
れ
る
の
日
に
近
く
、
且
つ
又
文
学
史
の
方
も
神
楽
を
講
義
し
て
ゐ
る
時

と
て
、
全
然
関
係
が
な
い
こ
と
も
な
く
、
大
嘗
祭
に
つ
い
て
、
私
の
考
へ
は
世
間
の
説
と
大
分
見
方
を
異
に
し
て
ゐ
る
点
が
多
い
か
ら
文
学
史
の
時
間
を
割
い
て

特
に
聞
い
て
頂
く
事
に
し
た
い
」
と
前
置
き
し
て
、
始
ま
っ
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
大
嘗
祭
の
一
週
間
前
の
講
義
で
、
自
説
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
語
っ
て
い
る
。

　

ノ
ー
ト
番
号
７
は
、
長
野
市
で
昭
和
四
年
八
月
三
十
日
（
金
）
と
三
十
一
日
（
土
）
に
行
わ
れ
た
夏
季
講
習
會
の
記
録
で
あ
る
。「
神
道
に
現
れ
た
古
代
民
族

論
理
」
の
タ
イ
ト
ル
は
そ
の
際
の
も
の
で
、
内
容
を
検
討
す
る
と
『
古
代
研
究　

民
俗
學
篇　

第
二
』
に
収
録
さ
れ
た
「
古
代
人
の
思
考
の
基
礎
」
に
相
当
す
る
。

こ
の
論
文
は
雑
誌
『
民
俗
學
』
第
一
巻
第
五
号
、
六
号
、
第
二
巻
第
二
号
（
昭
和
四
年
十
一
、十
二
月
、
昭
和
五
年
二
月
）
に
発
表
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
第
一
巻

第
五
号
の
末
尾
注
記
に
は
國
學
院
大
學
長
野
縣
人
會
の
講
演
を
小
池
元
男
が
筆
録
整
理
し
た
と
あ
る
。
全
集
解
題
に
よ
れ
ば
、「
正
確
に
は
、
国
学
院
大
学
信
濃

人
会
主
催
、
長
野
県
神
社
協
会
後
援
、「
古
代
研
究
講
座
」
で
、
長
野
市
信
濃
教
育
館
講
堂
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
」
も
の
で
、「
同
時
に
講
演
し
た
の
は
、
武
田

祐
吉
「
万
葉
の
精
神
」」
で
あ
っ
た
。
な
お
、
本
ノ
ー
ト
の
末
尾
に
は
小
池
に
よ
っ
て
、「
昭
和
四
年
九
月
廿
一
日
夜
十
時
四
十
分　
「
民
俗
学
」
へ
の
原
稿
整
理
了
」

の
注
記
が
見
ら
れ
る
。

　

ノ
ー
ト
番
号
（（
～
（0
は
、
未
発
表
の
も
の
で
あ
る
。
ノ
ー
ト
（（
の
冒
頭
に
目
次
が
記
さ
れ
、
タ
イ
ト
ル
は
「
古
代
研
究
―
萬
葉
集
・
風
土
記
を
中
心
と
し
て
―

　

於
八
王
子
市
聯
合
事
務
所　

昭
和
七
年
七
月
十
四
日
よ
り
十
六
日
ま
で
」
と
あ
る
。
目
次
は
「
Ⅰ
生
活
記
録
と
し
て
の
歌
謠　
ａ
、
敍
事
詩
・
抒
情
詩　

ｂ
、

諺
・
民
謠　
ｃ
、
言
語
傳
承
理
會
の
推
移
、
Ⅱ
階
級
の
分
化　
ａ
、
古
代
の
職
業　

ｂ
、
山
海
・
平
野
に
於
け
る
生
計　
ｃ
、
邑
落
生
活
の
條
件
、
Ⅲ
巫
女　
ａ
、

地
方
豪
族
の
子
女　

ｂ
、
宮
廷
の
巫
女　
ｃ
、
貴
顯
の
女
性
、
Ⅳ
武
家　
ａ
、
も
の
ゝ
ふ
の
意
義　

ｂ
、
武
官
の
二
種　
ｃ
、
武
家
階
級
の
發
達
、
Ⅴ
宮
廷
生
活 

ａ
、
宮
廷
の
信
仰　

ｂ
、
神
な
が
ら
の
道　
ｃ
、
王
氏
の
活
動　

Ⅵ
古
代
研
究
の
意
義
」
と
あ
っ
て
、
そ
の
Ⅲ
・
Ⅳ
・
Ⅴ
に
ま
と
ま
っ
て
大
嘗
祭
に
か
か
わ
る
言

説
が
見
ら
れ
る
。
折
口
の
大
嘗
祭
に
つ
い
て
の
見
解
の
変
化
・
進
展
に
つ
い
て
は
新
版
全
集
及
び
ノ
ー
ト
編
で
の
言
説
の
ほ
か
に
こ
れ
ら
の
記
述
も
参
考
に
検
討

を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

な
お
、
折
口
は
昭
和
四
年
の
五
月
二
日
と
九
日
の
二
週
に
わ
た
っ
て
、
國
學
院
大
學
の
郷
土
研
究
会
に
お
い
て
「
民
間
傳
承
學
を
や
る
意
味
」
と
い
う
講
義
を

行
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
自
身
の
大
嘗
祭
研
究
に
ふ
れ
な
が
ら
、
ふ
お
く
ろ
あ
を
取
扱
う
意
義
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（

（
（

。



折
口
信
夫
「
大
嘗
祭
の
本
義
」
講
演
の
実
際

五

　
　

 

古
代
祖
先
の
生
活
の
記
念
は
信
仰
に
伴
ふ
。
伴
は
ぬ
も
の
は
ほ
ろ
び
て
了
ふ
。
民
間
傳
承
と
云
ふ
も
の
は
、
學
問
の
名
前
と
同
時
に
事
前
の
名
前
で
も
あ
る
。

こ
の
學
は
新
し
い
故
に
ま
だ
學
問
に
な
ら
な
い
。
さ
う
し
た
傳
承
せ
ら
れ
て
来
た
、
過
去
に
お
け
る
知
識
は
全
部
、
ふ
お
く
ろ
あ
に
よ
つ
て
保
存
せ
ら
れ
て

ゐ
た
。
過
去
の
知
識
習
慣
は
す
べ
て
ふ
お
く
ろ
あ
。
古
代
を
、
現
在
あ
る
も
の
ゝ
も
と
を
知
る
の
に
は
ふ
お
く
ろ
あ
に
よ
ら
ね
ば
わ
か
ら
な
い
。
國
學
院
の

學
問
は
、
ふ
お
く
ろ
あ
も
や
ら
ね
ば
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
私
は
教
師
に
な
る
前
よ
り
こ
の
學
問
を
行
つ
て
來
た
、
そ
の
時
分
よ
り
迫
害
が
あ
つ
た
。
國

史
家
の
連
中
か
ら
殊
に
ひ
ど
く
や
ら
れ
た
。
今
だ
に
そ
ん
な
傾
き
が
あ
る
。

　
　

 

と
も
か
く
迫
害
無
視
せ
ら
れ
悪
口
せ
ら
れ
た
の
は
事
實
で
あ
る
。
中
山
さ
ん
は
迫
害
を
受
け
た
と
云
つ
て
ゐ
る
。
は
づ
か
し
い
こ
と
。
と
に
か
く
、
國
學
院

で
は
馬
鹿
に
せ
ら
れ
て
ゐ
た
。
近
頃
は
次
第
に
こ
の
學
問
が
わ
か
つ
て
來
た
や
う
に
思
ふ
。
さ
う
云
ふ
風
に
し
て
や
つ
て
來
た
の
で
あ
る
が
、
中
山
氏
の
云

ふ
ほ
ど
世
間
に
理
解
さ
れ
た
と
は
思
は
ぬ
。
し
か
し
大
分
ち
が
つ
て
來
て
ゐ
る
。
現
に
昔
思
つ
た
人
も
本
を
送
ら
れ
て
、
こ
と
に
神
道
の
方
面
の
悪
口
を
全

体
的
に
賛
成
し
て
來
た
。
昔
と
大
分
か
は
つ
て
來
た
と
思
ふ
。
大
嘗
祭
の
事
を
私
の
立
場
か
ら
書
い
て
も
國
學
院
雜
誌
に
出
し
て
く
れ
て
ゐ
る
。
意
味
が
あ

る
と
思
つ
て
ゐ
る
。
否
定
す
べ
き
者
で
な
い
と
云
ふ
事
だ
け
は
わ
か
つ
て
來
た
。
古
い
院
友
は
よ
く
知
つ
て
く
れ
て
ゐ
る
と
思
ふ
。
國
學
院
は
今
頃
に
な
つ

て
十
分
の
一
位
み
と
め
て
來
た
。
世
間
は
も
つ
と
前
か
ら
認
め
て
ゐ
る
。
國
學
院
の
學
問
は
古
代
の
研
究
す
る
學
校
で
あ
る
。
國
文
學
は
第
二
義
で
、
國
學

を
研
究
す
る
學
校
で
あ
る
。古
代
の
文
献
に
よ
つ
て
古
代
の
姿
を
元
の
と
ほ
り
あ
ら
は
さ
う
と
し
た
も
の
で
、そ
の
中
心
に
な
つ
て
ゐ
る
の
は
道
義
で
あ
る
。

我
等
の
生
活
の
範
疇
を
知
る
の
で
、
そ
れ
を
組
織
す
る
の
は
國
史
で
あ
る
。
そ
の
す
べ
て
の
書
物
が
、
主
と
し
て
國
語
を
以
て
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
を
組
織
す
る
原
理
と
し
て
そ
こ
か
ら
一
の
範
疇
を
引
出
す
の
が
國
民
倫
理
で
あ
る
。
そ
の
中
で
一
動
我
々
の
心
を
動
か
す
の
は
國
文
學
で
あ
る
。
國
文
學

は
大
切
で
あ
る
が
、
國
文
學
の
み
を
や
る
の
が
國
學
院
の
意
義
で
は
な
い
。
古
代
の
範
疇
を
引
出
す
と
こ
ろ
に
あ
る
。
大
學
部
で
國
史
、
國
文
、
道
義
等
分

け
る
の
は
國
學
院
の
學
問
を
分
裂
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
師
範
部
の
方
が
ま
だ
よ
い
の
で
あ
る
。
國
文
ば
か
り
や
、
國
史
ば
か
り
や
る
の
は
何
に
も
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
國
學
院
の
先
輩
等
が
無
理
解
な
爲
で
あ
る
。
國
學
院
は
第
一
に
古
典
を
研
究
す
る
學
校
で
あ
る
。

　

文
中
の
中
山
さ
ん
と
は
中
山
太
郎
の
こ
と
で
あ
る（

（1
（

。
折
口
は
こ
こ
で
、
ふ
お
く
ろ
あ
（
民
間
伝
承
学
・
民
俗
学
）
と
い
う
学
問
が
特
に
国
史
家
か
ら
迫
害
無
視

さ
れ
な
が
ら
も
、
世
間
の
理
解
が
徐
々
に
進
み
、『
國
學
院
雑
誌
』
に
自
ら
の
大
嘗
祭
に
か
か
わ
る
論
文
が
載
る
時
代
に
な
っ
た
こ
と
を
歓
迎
し
て
い
る
。
殊
に

國
學
院
の
学
問
は
、
道
義
を
根
本
と
し
な
が
ら
国
史
・
国
文
が
両
者
相
ま
っ
て
国
民
倫
理
及
び
古
代
の
範
疇
を
引
き
出
す
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
り
、
そ
の
際
に
ふ

お
く
ろ
あ
に
よ
る
べ
き
と
こ
ろ
の
大
き
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。



國
學
院
大
學
紀
要
　
第
五
十
九
巻
（
二
〇
二
一
年
）

六

　
　
　

三
、
小
池
元
男
ノ
ー
ト
に
よ
る
折
口
信
夫
「
大
嘗
祭
の
本
義
」
講
演
の
実
際

　

さ
て
、
折
口
信
夫
「
大
嘗
祭
の
本
義
」
は
、『
古
代
研
究　

民
俗
学
篇　

第
二
』
の
八
六
二
頁
か
ら
九
四
九
頁
（
計
八
十
八
頁
）、
新
版
全
集
３
で
は
一
六
八
頁

か
ら
二
二
九
頁
（
計
六
十
二
頁
）
に
及
ぶ
論
文
で
あ
る
。
新
版
全
集
３
（
以
下
、
成
稿
と
記
す
）
を
も
と
に
、
小
池
元
男
の
講
演
筆
記
ノ
ー
ト
を
比
較
対
照
し
て

み
る
と
、
小
池
ノ
ー
ト
に
は
見
出
し
が
立
て
ら
れ
て
い
た
り
、
留
意
す
べ
き
用
語
・
用
字
の
問
題
、
及
び
、
内
容
の
異
同
や
注
意
す
べ
き
記
述
が
多
く
み
ら
れ
る
。

紙
幅
の
都
合
で
、
詳
細
は
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
こ
の
比
較
検
討
に
よ
っ
て
、
折
口
信
夫
「
大
嘗
祭
の
本
義
」
講
演
の
実
際
が
見
え
て
来
る
（
以
下
の
頁
数

と
行
数
は
、
新
版
の
『
折
口
信
夫
全
集
』
３
に
よ
る
）。

　

ま
ず
、
当
日
の
折
口
の
講
演
の
仕
方
で
あ
る
。

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
小
池
の
注
記
及
び
ノ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
昭
和
三
年
の
折
口
の
「
大
嘗
祭
の
本
義
」
講
演
は
、
三
日
間
に
わ
た
り
、
午
前
・
午
後
行
わ

れ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
成
稿
の
一
六
九
頁
３
行
目
に
相
当
す
る
ノ
ー
ト
の
記
述
「
先
づ
今
日
の
と
こ
ろ
は
贄
祭
と
鎮
魂
式
と
の
二
つ
」、
同
じ
く
一
七
七
頁
（5

行
目
の
「
第
二
み
つ
ぎ
、
み
た
ま
の
ふ
ゆ
」、
一
九
九
頁
（（
行
目
の
「
風
俗
、
語
部
に
譲
る
」、
二
〇
二
頁
７
行
目
の
「
第
四　

斎
場
」、
二
一
一
頁
８
行
目
の
「
今

日
は
第
五
御
慶
と
書
い
て
あ
る
と
こ
ろ
」
に
よ
れ
ば
、
折
口
は
話
を
す
る
に
あ
た
っ
て
、
話
す
内
容
の
見
出
し
を
そ
れ
と
指
示
し
な
が
ら
講
演
を
進
め
て
い
る
よ

う
で
、
事
前
に
見
出
し
を
記
し
た
プ
リ
ン
ト
が
配
ら
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
一
七
八
頁
（（
行
目
の
「
魂
を
奉
る
事
は
後
述
」、
一
八
九
頁
４
行

目
の
寿
詞
に
つ
い
て
「
こ
の
事
は
明
日
云
ふ
。」、
一
九
〇
頁
（5
行
目
の
「
高
御
座
の
話
は
明
日
す
る
」、
二
一
〇
頁
３
行
目
の
「
尊
い
天
つ
神
に
も
、
天
子
様
に
も
、

か
う
す
る
の
で
あ
る
（
後
述
）」
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
説
明
を
要
す
べ
き
と
こ
ろ
を
適
宜
、
後
述
す
る
指
示
も
な
さ
れ
て
い
た
。

　

な
お
、
こ
の
講
演
の
際
に
配
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
見
出
し
プ
リ
ン
ト
は
小
池
資
料
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
推
測
す
れ
ば
、
そ
れ
は
凡
そ
六
部
仕
立
て
、

「
大
嘗
祭
の
本
義
」
の
タ
イ
ト
ル
の
元
に
、「
第
一
、
贄
祭　

第
二
、
み
つ
ぎ
・
み
た
ま
の
ふ
ゆ
（
鎮
魂
祭
）　

第
三
、
風
俗
・
語
部　

第
四
、
斎
場　

第
五
、
御

慶（
（（
（
　

第
六
、
直
会
」
と
記
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
下
、（
一
）
用
語
・
用
字
の
相
違
に
つ
い
て
述
べ
、
つ
い
で
（
二
）
内
容
の
異
同
を
、
①
成
稿
の
内
容
よ
り
小
池
ノ
ー
ト
が
よ
り
詳
し
い
場
合
と
、
②
成
稿

の
内
容
が
小
池
ノ
ー
ト
に
な
い
場
合
に
分
け
て
、
記
し
て
い
き
た
い
。



折
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「
大
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祭
の
本
義
」
講
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実
際

七

（
一
）
用
語
・
用
字
の
相
違

１ 

、
ま
ず
①
の
一
六
八
頁
８
・
（（
行
目
の
「
民
俗
学
」
の
用
語
が
小
池
ノ
ー
ト
で
は
「
民
族
学
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
底
本
の
『
古
代
研
究　

民
俗
学
篇　

第
二
』
で
は
「
民
族
学
」
で
あ
り
、
新
版
全
集
の
校
訂
表
に
よ
る
と
校
訂
者
の
判
断
に
よ
っ
て
「
民
俗
学
」
に
改
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
じ
校
訂
表
に
よ
れ

ば
、『
古
代
研
究
』
著
者
書
き
入
れ
本
に
は
訂
正
が
な
い
よ
う
で
、
校
訂
者
の
判
断
の
理
由
は
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
不
明
で
あ
る
が
、「
民
族
学
」
の
方
が
正

し
い
可
能
性
も
あ
る（

（1
（

。

２ 

、
③
の
一
六
九
頁
（（
行
目
の
「
御
命
購
政
」
は
、
小
池
ノ
ー
ト
で
は
「
み
い
の
ち
あ
が
な
ひ
の
ま
つ
り
ご
と
」
と
あ
る
。
底
本
に
も
全
集
に
も
ル
ビ
が
な
い
の

で
、
小
池
ノ
ー
ト
の
記
述
に
よ
っ
て
、
ま
ず
読
み
方
が
確
定
で
き
る
。
た
だ
し
成
稿
の
表
記
「
御
命
購
政
」
だ
と
、
史
料
と
し
て
は
確
認
が
難
し
い
。
そ
こ
で
、

「
あ
が
な
ひ
」
の
用
字
を
「
贖
」
と
す
る
と
、『
政
事
要
略
』
第
二
十
六
に
「
御
贖
之
政
」
及
び
「
御
命
贖
乃
人
」
が
見
え
る
。
こ
の
記
事
は
、
十
一
月
中
丑
の

日
の
「
宮
内
省
奏
御
宅
田
稲
敷
事
」
に
引
用
さ
れ
た
「
多
米
宿
祢
本
系
帳
」
の
賜
名
由
来
譚
の
中
に
あ
っ
て
、
成
務
天
皇
が
御お
ん

躬み

の
国
の
大お
ほ

歆に
へ

に
供
御
の
大
飯

を
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
時
、
氏
人
小
長
田
命
が
奉
っ
た
香
美
な
（
香
の
う
る
わ
し
い
）
御
飯
を
聞
し
召
さ
れ
、
賀
し
て
嘉
名
「
多
米
」
を
与
え
た
。
そ
れ
以
来
、

多
米
宿
祢
が
「
大お
ほ

歆に
へ

の
政
」
を
賜
い
、「
御
田
の
職
」
に
任
じ
、「
天
皇
の
御
贖
の
政
」
を
掌
る
と
あ
る
。
ま
た
、
成
務
天
皇
が
小
長
田
命
に
多
米
連
の
姓
を
賜
っ

た
時
、「
天
皇
の
御
命
贖
の
人
」
を
四
方
の
国
造
等
が
献
っ
た
と
も
あ
る
。
こ
れ
だ
け
の
内
容
で
は
「
御
贖
之
政
」
及
び
「
御
命
贖
乃
人
」
の
実
態
は
今
一
つ

不
明
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
多
米
宿
祢
の
賜
名
は
『
新
撰
姓
氏
録
』
に
も
載
り
、
成
務
天
皇
の
御
世
に
大
炊
寮
に
仕
え
た
と
伝
わ
る
。
多
米
宿
祢
は
天
皇

の
収
穫
祭
の
田
を
管
理
し
炊
飯
の
業
に
携
わ
り
、
そ
れ
を
「
御
贖
之
政
」「
御
命
贖
乃
人
」
と
呼
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
成
稿
の
「
購
」
の
用
字
も
「
あ
が
な
ひ
」

と
は
訓
め
る
が
、
こ
こ
は
「
御
命
贖
政
」
の
用
字
の
正
し
い
可
能
性
が
あ
る
。

３ 

、
一
八
〇
頁
９
行
目
の
「
朝
廷
の
新
嘗
祭
と
前
後
し
て
、
諸
国
で
神
に
差
し
上
げ
る
。
此
が
秋
祭
り
の
始
め
で
あ
る
」
は
、
小
池
ノ
ー
ト
に
は
「
神
嘗
祭
と
前

後
し
て
諸
国
で
国
の
神
に
奉
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
が
諸
国
の
秋
祭
り
の
は
じ
ま
り
。」
と
あ
る
。
成
稿
の
「
新
嘗
祭
」
が
小
池
ノ
ー
ト
で
は
「
神
嘗
祭
」
と
あ
る
。

こ
こ
の
叙
述
内
容
は
、
地
方
で
は
宮
廷
と
は
異
な
っ
て
、
早
く
秋
祭
り
を
す
る
と
い
う
主
旨
だ
か
ら
、
小
池
ノ
ー
ト
の
九
月
に
行
わ
れ
る
「
神
嘗
祭
」
が
正
し

く
、
成
稿
の
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
。

４ 

、
一
九
一
頁
（（
・
（5
行
目
～
一
九
二
頁
（（
行
目
は
、
養
老
令
の
詔
書
式
の
書
き
出
し
の
言
葉
「
大
八
洲
国
天
皇
」「
御
宇
日
本
天
皇
」
を
も
と
に
、
そ
の
宣
言
の
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八

及
ぶ
人
や
土
地
が
信
仰
的
に
日
本
の
天
子
の
人
民
と
な
り
、
領
土
と
な
る
こ
と
を
説
明
し
、
そ
こ
か
ら
や
ま
と
の
名
義
・
大
倭
根
子
天
皇
の
仰
せ
事
へ
と
展
開

す
る
叙
述
で
あ
る
。
し
か
し
、
成
稿
を
読
む
だ
け
だ
と
、
そ
の
叙
述
展
開
が
今
一
つ
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
小
池
ノ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、「
詞
の
勢
力
が
人
々

に
及
ん
で
、
そ
の
人
々
の
国
が
大
和
の
国
と
な
る
」
と
「
大
和
」
の
語
が
あ
る
の
で
、
詔
書
の
「
大
八
洲
」「
日
本
」
が
次
の
段
落
の
や
ま
と
（
大
和
・
倭
）

に
展
開
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
、
わ
か
り
や
す
く
な
る
。

５ 

、
二
〇
二
頁
（0
行
目
の
「
大
伴
が
代
表
者
と
な
つ
た
の
は
、
大
倭
の
魂
を
取
り
扱
つ
た
か
ら
で
あ
る
」
は
、
小
池
ノ
ー
ト
に
は
「
魂
を
追
ひ
退
け
る
職
は
、
皆

物
部
で
あ
る
。
何
故
か
と
云
ふ
と
、
大
和
の
国
の
魂
を
取
り
扱
つ
た
か
ら
、
そ
の
家
の
み
が
代
表
者
と
な
つ
た
。」
と
あ
る
。
こ
こ
の
記
述
は
、
成
稿
の

一
八
九
頁
９
行
目
か
ら
（（
行
目
に
、
既
に
大
和
の
魂
の
神
格
化
で
あ
る
饒
速
日
命
を
取
り
扱
う
の
は
物
部
氏
と
あ
る
よ
う
に
、「
大
伴
」
で
は
な
く
「
物
部
」

の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

６ 

、
二
一
九
頁
８
行
目
の
「
丹
比
氏
は
、
元
来
禊
ぎ
の
事
を
司
つ
た
家
筋
で
、
宮
廷
及
び
伊
勢
の
お
宮
へ
、
八
処
女
を
奉
っ
て
居
る
。
此
八
処
女
は
、
五
節
の
舞

姫
に
関
係
が
あ
る
」
は
、
小
池
ノ
ー
ト
で
は
「
丹
波
氏
は
禊
ぎ
を
司
つ
た
家
で
、
宮
廷
、
伊
勢
へ
八
処
女
を
出
す
。
こ
の
八
処
女
が
五
節
の
舞
姫
に
関
係
が
あ

る
（
後
述
）」
と
あ
る
。
こ
れ
は
小
池
ノ
ー
ト
の
記
述
が
正
し
い
。

７ 

、
二
二
一
頁
（（
行
目
の
「
景
行
天
皇
」
が
小
池
ノ
ー
ト
で
は
「
応
神
天
皇
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
二
二
〇
頁
５
行
目
か
ら
（0
行
目
に
す
で
に
説
明
が
あ
る
景
行

記
の
話
で
、
成
稿
が
正
し
く
、
小
池
ノ
ー
ト
が
誤
っ
て
い
る
。

（
二
）
内
容
の
異
同

①
成
稿
の
内
容
よ
り
小
池
ノ
ー
ト
が
よ
り
詳
し
い
場
合

１ 

、
一
六
九
頁
（5
行
目
は
ま
つ
り
ご
と
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
用
語
例
を
列
挙
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
成
稿
で
は
、
食
国
政
、
御
命
購
政
、
着
駄
の
政

の
例
な
ど
平
安
朝
ま
で
の
事
例
を
挙
げ
る
が
、
小
池
ノ
ー
ト
で
は
「
平
安
の
み
な
ら
ず
鎌
倉
室
町
以
後
で
も
大
武
家
で
は
政
所
と
い
ふ
て
庶
務
を
つ
か
さ
ど
つ

て
ゐ
る
。
大
昔
よ
り
近
代
ま
で
つ
ゞ
い
て
ゐ
る
。」
と
あ
る
と
お
り
、
鎌
倉
・
室
町
の
「
政
所
」
を
取
り
上
げ
、
大
昔
か
ら
近
代
ま
で
庶
務
を
掌
る
こ
と
が
ま

つ
り
ご
と
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

２ 

、
一
七
四
頁
２
行
目
の
「
嘗
」
の
字
が
「
に
ひ
な
め
」
の
「
な
め
」
の
宛
字
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
は
以
下
、
（（
行
目
ま
で
に
ひ
な
め
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が
に
へ
の
い
み
（
贄
の
忌
み
）
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
部
分
で
、
小
池
ノ
ー
ト
で
は
「
に
ひ
な
め
と
は
用
語
例
を
集
め
る
と
、
嘗
は
支
那
の
字
で
あ
る
。
新

し
い
穀
物
を
新
嘗
と
云
ふ
の
は
、
や
く
に
す
ぎ
る
。
…
…
支
那
の
字
を
当
て
た
の
で
あ
る
。
日
本
人
は
当
て
字
の
事
実
が
上
手
で
あ
る
。
民
間
の
漢
字
は
す
べ

て
当
て
字
で
あ
る
。
当
て
字
の
習
慣
に
吾
々
は
一
度
見
ね
ば
な
ら
ぬ
。
新
嘗
は
上
手
な
当
て
字
の
た
め
に
迷
ふ
た
。
私
は
新
嘗
の
語
源
は
別
に
あ
る
と
用マ
マ

ふ
。」

と
あ
る
。
折
口
は
一
見
新
穀
を
召
し
上
る
意
に
見
え
る
「
嘗
」
の
用
字
が
、
宛
字
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
加
え
て
日
本
人
の
宛
字
の
巧
妙
さ
に
つ
い
て

述
べ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

 　

ち
な
み
に
、
一
七
四
頁
７
行
目
で
取
り
上
げ
て
い
る
庄
内
地
方
の
「
庭
な
ひ
」
行
事
は
、
山
形
県
鶴
岡
市
・
酒
田
市
近
辺
の
民
俗
で
あ
る
が
、
実
は
、
当
地

方
の
民
俗
誌
類
を
漁
っ
て
も
全
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
事
例
は
、
折
口
の
國
學
院
大
學
の
師
三
矢
重
松
が
『
國
學
院
雜
誌
』

に
発
表
し
た
「
民
間
の
新
嘗
」
に
載
る
も
の
が
参
考
に
な
る（

（1
（

。

３ 

、
一
七
五
頁
２
行
目
～
９
行
目
で
は
、
大
嘗
と
新
嘗
の
先
後
関
係
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
成
稿
で
は
、
古
代
で
は
す
べ
て
大
嘗
で
、
元
は
大
嘗
と
新
嘗
の
区

別
は
な
く
、
御
代
初
め
の
行
事
の
繰
り
返
し
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
小
池
ノ
ー
ト
で
は
「
私
も
前
に
は
に
ひ
な
め
は
毎
年
行
は
れ
る
、
毎
年
の

報
告
と
考
へ
た
。
そ
こ
か
ら
一
代
一
度
の
大
嘗
が
行
は
れ
る
と
考
へ
た
が
、
事
実
は
逆
で
、
お
ほ
ん
べ
祭
に
相
当
す
る
に
ひ
な
め
が
一
代
一
度
あ
つ
た
の
を
毎

年
繰
り
返
し
た
。
毎
年
せ
ね
ば
気
が
済
ま
な
か
つ
た
。
宮
廷
で
は
一
度
で
よ
い
事
を
毎
年
繰
り
返
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
か
ら
考
へ
る
と
お
ほ
ん
べ
の
方
が
に
ひ
な

め
よ
り
古
い
。
名
こ
そ
大
新
嘗
で
あ
る
。
そ
れ
が
今
の
様
な
区
別
が
生
じ
、
新
嘗
を
毎
年
や
り
、
新
嘗
の
中
の
代
表
者
を
逆
に
考
へ
る
様
に
な
つ
た
。
私
は
大

昔
は
大
嘗
祭
が
一
度
行
は
れ
た
き
り
と
思
ふ
。そ
の
理
由
を
こ
れ
か
ら
云
ふ
。」と
述
べ
て
い
た
。小
池
ノ
ー
ト
の
記
述
か
ら
は
、自
身
の
前
説
の
提
示
と
撤
回
、

現
在
の
見
解
へ
の
訂
正
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

４ 

、
一
八
二
頁
（（
行
目
か
ら
一
八
三
頁
６
行
目
ま
で
は
、
折
口
の
い
う
冬
祭
り
の
第
二
義
と
し
て
の
魂
の
分
割
、
衣
分
配
の
信
仰
を
述
べ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
小
池

ノ
ー
ト
に
は
「
天
子
以
下
の
人
々
に
も
矢
張
り
、
藤
原
、
物
部
、
蘇
我
等
は
、
そ
の
地
位
を
も
つ
魂
が
つ
い
て
ゐ
る
。
そ
れ
が
分
割
す
る
か
ら
部
下
に
や
る
。

そ
れ
を
き
ぬ
く
ば
り
と
云
ふ
。」
と
あ
る
。
氏
の
上
の
実
際
と
し
て
具
体
的
に
「
藤
原
、
物
部
、
蘇
我
等
」
を
あ
げ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

５ 

、
一
八
四
頁
（（
・
（（
行
目
の
天
子
に
魂
を
奉
る
例
と
し
て
と
り
あ
げ
る
「
出
雲
の
国
造
家
」
は
、
小
池
ノ
ー
ト
で
は
「
た
と
へ
ば
出
雲
北
島
家
の
国
造
家
で
は
、

国
造
の
代
変
り
の
年
と
翌
年
と
来
て
、
魂
の
し
る
し
を
国
か
ら
持
つ
て
来
て
、
天
子
に
奉
る
。
一
代
二
度
で
あ
る
。」
と
あ
っ
て
、「
出
雲
北
島
家
の
国
造
家
」

と
家
名
ま
で
記
す
。
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〇

６ 

、
一
八
六
頁
（（
行
目
～
（（
行
目
ま
で
は
天
子
の
肉
体
が
変
っ
て
も
魂
は
同
一
な
こ
と
の
例
と
し
て
出
雲
国
造
家
の
死
と
魂
の
継
承
の
事
例
を
取
り
上
げ
る
が
、

小
池
ノ
ー
ト
で
は
「
肉
体
は
変
化
す
る
が
、
魂
は
一
つ
の
も
の
で
、
肉
体
は
変
つ
て
も
、
魂
が
入
る
と
、
同
じ
天
皇
と
な
る
と
考
へ
る
。
そ
の
証
は
、
出
雲
国

造
家
で
は
、
室
町
ま
で
、
国
造
に
肉
体
上
の
死
は
あ
る
が
、
親
が
死
ぬ
と
、
子
が
す
ぐ
立
つ
。
も
と
云
ふ
事
は
な
い
。
身
は
変
つ
て
ゐ
る
が
、
魂
は
一
つ
で
あ

る
か
ら
、
代
は
ら
な
い
か
ら
、
も
は
考
へ
て
ゐ
な
い
。」
と
あ
る
。
そ
の
時
代
を
「
室
町
ま
で
」
と
語
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

７ 

、
一
八
七
頁
（（
行
目
か
ら
一
八
八
頁
９
行
目
に
か
け
て
は
、
大
嘗
祭
の
悠
紀
殿
・
主
基
殿
に
設
え
ら
れ
た
蓐
・
衾
は
日
の
皇
子
の
物
忌
み
の
場
所
で
、
そ
こ
で

鎮
魂
の
行
事
が
行
わ
れ
、
そ
の
期
間
を
「
喪
」
と
い
い
、
に
に
ぎ
の
尊
も
神
武
天
皇
も
今
上
天
皇
も
す
め
み
ま
の
命
で
、
信
仰
上
、
天
照
大
神
の
御
孫
で
同
一

だ
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
が
、成
稿
と
小
池
ノ
ー
ト
と
で
は
内
容
に
前
後
が
あ
る
。「
大
嘗
宮
の
衾
は
、被
り
物
で
、天
子
に
な
ら
れ
る
方
か
ぶ
つ
て
居
ら
れ
て
、

魂
が
入
る
と
起
き
て
来
ら
れ
る
。
そ
し
て
天
子
と
な
ら
れ
る
。
そ
の
裳
の
中
に
ゐ
る
間
が
も
で
あ
る
。
大
嘗
宮
の
衾
は
、
そ
の
意
味
の
も
の
で
あ
る
。
平
安
よ

り
意
味
わ
か
ら
ず
、
只
、
布
団
が
あ
つ
た
の
だ
と
思
ふ
。
人
に
よ
つ
て
は
、
高
御
座
と
云
ふ
人
も
あ
る
が
、
高
と
は
立
た
ね
ば
云
は
ぬ
。
布
団
の
上
で
物
は
云

は
ぬ
。
御
代
は
じ
め
、
大
嘗
宮
で
、
蓐
よ
り
出
る
式
を
行
つ
た
。
後
に
は
固
定
し
て
蓐
を
引
く
の
み
。
そ
の
手
順
を
す
る
の
は
天
皇
霊
が
み
ま
の
み
こ
と
に
完

全
に
入
る
間
、
そ
の
間
に
静
さ
が
や
ぶ
れ
ゝ
ば
魂
が
入
ら
な
い
。
早
良
皇
太
子
は
、
前
天
子
が
お
隠
れ
後
、
女
を
近
づ
け
た
た
め
皇
太
子
を
辞
め
ら
れ
た
。
皇

太
子
を
廃
立
す
る
ほ
ど
厳
重
な
物
忌
み
の
期
間
を
も
と
云
ふ
。
支
那
の
も
と
日
本
の
も
と
は
そ
れ
だ
け
違
ふ
。
死
ん
だ
人
の
親
族
が
籠
る
の
が
喪
。
日
本
の
は

資
格
を
得
る
た
め
、
こ
の
宮
廷
の
風
習
が
下
に
及
ん
で
、
や
か
ま
し
く
な
つ
た
。
宮
廷
の
も
、
先
進
国
支
那
風
に
説
明
さ
れ
て
、
天
子
の
御
大
喪
が
出
来
て
来

た
。
そ
れ
が
み
ま
の
み
こ
と
の
復
活
、
よ
み
が
へ
り
と
云
ふ
事
に
な
る
。」
と
あ
る
。
特
に
小
池
ノ
ー
ト
で
は
、
平
安
時
代
に
は
す
で
に
褥
・
衾
の
意
味
が
わ

か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
殊
に
物
忌
み
の
厳
し
さ
の
例
と
し
て
早
良
皇
太
子
の
廃
太
子
の
事
件
を
取
り
上
げ
て
説
明
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
早
良
廃
太
子
の
事
例
は
道
祖
王
の
誤
解
で
あ
ろ
う（

（1
（

。

８ 

、
一
九
六
頁
（（
行
目
か
ら
（5
行
目
は
、
御ミ
コ
ト
モ
チ

言
詔
持
と
し
て
の
中
臣
の
存
在
理
由
を
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
小
池
ノ
ー
ト
で
は
「
御
言
持
が
下
に
出
る
。
中
臣

で
あ
る
。
ま
た
、
職
が
出
来
て
、
群
臣
中
の
高
い
も
の
と
天
子
、
天
子
と
そ
れ
に
服
従
す
る
地
方
、
村
々
、
国
々
の
神
主
―
豪
族
、
社
の
神
主
―
昔
は
神
主
で

な
け
れ
ば
、
豪
族
で
は
な
い
。
大
化
の
改
新
は
、
諸
国
か
ら
宗
教
上
の
力
を
取
り
上
げ
て
、
豪
族
の
勢
力
を
そ
ぐ
の
が
本
当
の
仕
事
。
国
々
の
豪
族
が
何
故
い

ば
つ
た
か
と
云
ふ
と
、
氏
々
、
村
々
の
神
主
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
生
き
神
た
る
天
子
と
豪
族
と
の
間
に
立
つ
も
の
が
中
臣
で
あ
る
。」
と
あ
る
。
天
子
と

群
臣
＝
豪
族
と
の
間
に
「
中
臣
」
が
顕
在
化
し
、
勢
力
を
伸
ば
す
背
景
に
大
化
改
新
が
あ
っ
て
、
本
来
、
村
々
・
国
々
の
神
主
か
ら
宗
教
的
力
を
奪
う
意
義
が
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あ
っ
た
こ
と
を
も
説
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

９ 
、
一
九
八
頁
７
行
目
か
ら
９
行
目
は
、
四
方
拝
が
本
来
、
天
子
高
御
座
に
現
れ
て
言
葉
を
下
す
こ
と
だ
っ
た
の
が
、
道
教
の
影
響
を
受
け
て
変
化
し
た
こ
と
を

述
べ
て
終
わ
る
が
、
小
池
ノ
ー
ト
に
は
、
こ
の
後
、
天
子
が
も
の
期
間
を
経
て
高
御
座
に
現
れ
る
時
期
に
は
長
短
あ
り
、
そ
れ
を
決
め
る
の
が
日
置
部
（
大
舎

人
部
）
だ
っ
た
と
の
自
説
が
展
開
さ
れ
、
併
せ
て
私
部
（
后
之
部
）
に
触
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。「
春
、
大
嘗
、
即
位
は
、
私

は
一
つ
と
思
ふ
。
す
る
と
、
天
子
は
い
つ
高
御
座
に
上
つ
て
も
春
か
、
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
も
に
籠
る
時
期
に
長
短
が
あ
る
。
昔
は
、
も
が
そ
れ
だ
け
で
よ

い
。
即
位
後
に
も
は
な
い
と
は
、
支
那
の
考
へ
。
昔
は
、
も
に
長
短
あ
り
。
そ
れ
は
、
そ
の
頃
よ
り
歴
史
を
考
へ
る
人
が
高
御
座
に
来
る
日
を
定
め
た
。
そ
れ

を
日
置
部
と
云
ふ
。
こ
れ
は
、
既
に
民
族
に
日
置
部
考
、
柳
田
、
中
山
。
こ
の
考
へ
は
、
私
と
違
ふ
。
私
は
、
日
の
運
行
を
教
へ
て
ゐ
る
職
業
団
体
で
あ
る
と

し
て
ゐ
る
。
私
は
、
正
し
い
と
信
じ
て
ゐ
る
。
日
置
は
、
日
を
数
へ
る
こ
と
で
あ
る
。
不
思
議
に
も
天
子
が
御
自
分
の
専
有
せ
ら
れ
る
民
を
皆
、
日
置
部
と
し

て
地
方
へ
出
し
て
ゐ
る
。
大
舎
人
部
と
も
云
ふ
。
后
の
を
、
こ
れ
に
対
し
て
私
部
と
云
ふ
。
后
之
部
、
き
さ
い
つ
べ
で
あ
る
。
き
さ
い
、
き
さ
い
ち
は
、
こ
れ

よ
り
出
て
ゐ
る
。
天
子
の
管
轄
す
る
民
を
ひ
お
き
と
云
ふ
。
こ
れ
が
日
を
数
へ
て
、
春
に
な
つ
た
時
に
お
教
へ
す
る
。
高
御
座
に
上
る
の
を
春
と
す
る
が
、
事

実
は
実
際
の
春
と
一
つ
に
考
へ
て
ゐ
る
。」

（0 

、
二
〇
一
頁
（（
行
目
は
、
大
嘗
祭
に
仕
え
る
「
伴
造
」
が
本
来
神
主
の
地
位
と
資
格
で
天
子
に
仕
え
て
い
た
こ
と
を
述
べ
、
こ
れ
ら
が
後
に
官
吏
化
す
る
こ
と

を
述
べ
る
。
小
池
ノ
ー
ト
で
は
、
そ
の
「
伴
造
」
が
同
じ
人
格
で
天
子
に
代
々
仕
え
る
事
例
と
し
て
、
武
内
宿
祢
の
記
述
が
続
く
。
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
武
内
宿
祢
は
、
古
伝
で
は
長
生
き
の
人
で
、
そ
の
和
歌
は
、
記
・
紀
、
伝
へ
が
違
ふ
が
、
仁
徳
、
応
神
に
寿
詞
を
奉
つ
て
ゐ
る
。
本
宜
歌
と
称
し
て
、
摂
津

姫
島
河
内
の
、
雁
が
子
を
生
ん
だ
、
珍
ら
し
い
、
と
云
ふ
の
で
、
本
宜
歌
を
作
つ
て
奉
つ
た
と
。
す
る
と
、
武
内
宿
祢
（
大
和
の
葛
城
氏
の
分
れ
。
蘇
我
と
同

じ
）
の
家
は
、
一
種
の
ほ
ぎ
ご
と
を
申
す
職
を
有
し
、
そ
の
歌
が
本
宜
歌
と
し
て
記
紀
に
残
る
。
こ
れ
を
唱
へ
る
資
格
が
、
武
内
宿
祢
で
あ
る
。
人
が
代
つ
て

も
、
神
格
は
一
つ
で
あ
る
。
従
つ
て
、
長
生
き
の
歌
を
司
る
人
故
に
長
生
き
だ
と
も
、
長
生
故
に
長
生
き
の
職
を
す
る
と
考
へ
ら
る
。
そ
の
職
は
、
武
内
宿
祢

の
名
で
な
く
て
は
継
げ
な
い
。
人
は
替
る
が
、
神
事
に
あ
づ
か
る
名
は
一
つ
で
、
ど
の
家
で
も
皆
あ
る
職
を
行
つ
て
、
さ
う
し
た
関
係
で
、
家
人
の
主
―
氏
主
、

職
の
主
と
し
て
は
、
伴
造
と
し
て
永
続
す
。
神
聖
な
職
、
後
世
に
な
つ
て
も
大
嘗
祭
に
思
ひ
出
し
て
用
ゐ
た
。」
成
稿
に
は
こ
の
記
述
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。

（（ 

、
二
〇
三
頁
７
行
目
か
ら
９
行
目
は
、
大
嘗
祭
に
お
い
て
海
道
四
方
の
関
所
を
固
め
る
こ
と
の
説
明
で
あ
る
。
小
池
ノ
ー
ト
で
は
こ
こ
で
ゆ
ふ
つ
け
鳥
の
記
述

が
見
ら
れ
る
。「
昔
は
、
即
位
の
時
に
四
方
の
関
を
固
め
て
ゐ
る
。
奈
良
も
京
都
も
。
鈴
鹿
、
不
破
、
愛
発
の
関
等
の
。
実
用
は
わ
か
ら
ん
が
、
即
位
の
時
に
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二

人
を
遣
し
て
、
防
が
し
た
。
又
は
ゆ
ふ
つ
け
鳥
を
し
て
、
関
の
神
の
心
を
和
ら
げ
に
行
つ
た
の
で
あ
る
。
即
位
の
は
じ
め
に
事
が
あ
る
と
、
関
の
神
に
守
つ
て

く
れ
と
云
つ
た
の
で
あ
る
。
後
に
も
逢
坂
の
関
へ
上
げ
て
ゐ
る
。
野
生
の
鶏
が
居
ら
な
く
な
つ
て
も
、
ゆ
ふ
つ
け
ど
り
な
ど
云
ふ
。」
成
稿
に
は
こ
の
記
述
は

全
く
見
ら
れ
な
い
。

（（ 

、
二
〇
五
頁
（（
行
目
か
ら
（（
行
目
ま
で
は
、
平
安
朝
に
大
嘗
祭
に
出
て
来
た
七
ヶ
国
の
語
部
を
延
喜
式
か
ら
紹
介
し
、
こ
れ
ら
の
国
が
何
故
出
て
来
た
か
に
つ

い
て
は
、「
先
例
」
に
倣
っ
て
決
ま
っ
て
い
た
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
る
が
、
小
池
ノ
ー
ト
で
は
わ
か
ら
ぬ
と
し
な
が
ら
も
理
由
を
つ
け
て
説
明
し
て
い
る
。
以

下
の
と
お
り
で
あ
る
。「
無
理
に
理
由
つ
け
れ
ば
但
馬
、
因
幡
は
、
出
石
人
―
漢
人
種
―
の
中
の
語
部
を
、
丹
波
、
丹
後
は
大
和
民
族
の
一
部
。
禊
ぎ
と
関
係

あ
り
。
古
代
飛
鳥
以
前
は
、
后
を
す
ゝ
め
る
こ
と
多
し
。
出
雲
国
は
、
出
雲
人
の
出
る
と
こ
ろ
。
淡
路
は
大
和
民
族
の
一
根
拠
。
美
濃
は
不
明
。
結
局
、
こ
ん

な
理
屈
を
つ
け
る
の
は
、
い
け
な
い
。
自
然
な
方
法
で
説
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。」

（（ 

、
二
〇
七
頁
５
行
目
か
ら
８
行
目
は
風
俗
の
説
明
で
、
悠
紀
・
主
基
二
国
の
も
の
が
目
立
つ
が
、
そ
れ
に
限
ら
ず
平
安
朝
で
は
東
が
主
だ
と
信
ぜ
ら
れ
て
い
た

こ
と
を
述
べ
る
が
、
小
池
ノ
ー
ト
で
は
「
諸
国
に
す
べ
て
行
は
れ
た
国
風
は
、
物
語
よ
り
落
ち
た
も
の
。
そ
の
歌
を
中
心
と
し
た
説
話
が
発
達
し
た
。
こ
ん
な

歌
を
多
く
知
る
こ
と
が
大
切
な
事
で
あ
る
。
身
を
守
り
、
富
を
増
し
、
健
康
を
保
つ
も
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
歌
物
語
発
達
の
導
き
で
あ
る
。
貴
族
が
覚
へ
ね

ば
な
ら
ぬ
歌
を
書
い
て
、
貴
族
の
子
弟
に
読
ま
せ
た
。
そ
れ
が
、
大
き
な
平
安
の
物
語
と
な
る
。」
と
あ
る
。
講
演
で
は
、
風
俗
歌
か
ら
の
説
話
の
発
生
及
び

歌
物
語
発
達
の
説
明
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（（ 

、
二
〇
七
頁
９
行
目
は
悠
紀
・
主
基
の
国
で
稲
穂
が
神
の
取
り
扱
い
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
が
、
小
池
ノ
ー
ト
で
は
「
徳
川
時
代
、
茶
壺
等
を
大
名
行

列
し
て
ゐ
る
の
は
、
一
種
の
魂
神
を
運
ぶ
習
は
し
が
続
い
た
も
の
」
と
徳
川
時
代
の
お
茶
壺
道
中
の
話
が
事
例
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

（5 

、
二
〇
八
頁
５
行
目
稲
の
魂
を
「
外
来
魂
」
と
し
て
説
明
す
る
と
こ
ろ
で
、
小
池
ノ
ー
ト
で
は
「
稲
の
魂
は
、
神
の
考
へ
が
生
ず
る
以
前
の
マ
ナ
ー
で
あ
る
。

外
来
魂
で
」
と
「
マ
ナ
ー
」
の
語
が
使
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（（ 

、
二
〇
九
頁
３
行
目
の
青
柴
垣
の
説
明
で
、
小
池
ノ
ー
ト
で
は
、「
ふ
し
と
は
ど
の
木
と
定
つ
て
ゐ
な
い
。
柴
と
ふ
し
と
は
同
じ
と
見
て
も
よ
く
、
一
種
の
木

の
枝
を
用
ゐ
る
時
の
物
質
名
詞
が
ふ
し
。
そ
の
木
の
枝
に
青
い
も
の
が
挿
し
て
あ
る
の
が
青
柴
垣
」
と
あ
り
、
講
演
で
は
ふ
し
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。

（（ 

、
二
一
〇
頁
４
行
目
の
標
の
山
は
成
稿
で
は
へ
う
の
や
ま
と
発
音
が
記
さ
れ
る
が
、
小
池
ノ
ー
ト
で
は
ひ
を
の
や
ま
と
あ
る
。
小
池
ノ
ー
ト
で
は
、
京
の
人
の
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発
音
の
こ
と
に
も
ふ
れ
な
が
ら
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。「
平
安
朝
で
は
、
専
ら
ひ
を
と
用
ゐ
ら
れ
た
ら
し
い
。
歌
に
ひ
を
の
や
ま
と
し
て
ゐ
る
。
京
の
人

は
発
音
不
完
全
で
拗
音
出
ず
。こ
れ
を
標
と
す
る
の
は
式
の
時
の
控
へ
場
所
の
し
る
し
を
ひ
を
と
云
ふ
。や
は
り
古
く
は
し
め
や
ま
と
云
つ
た
の
で
あ
る
の
が
、

平
安
に
ひ
を
と
な
つ
た
。
神
の
占
め
る
し
る
し
の
山
で
あ
る
。
し
る
し
を
見
せ
る
山
で
、
神
の
し
め
山
で
あ
る
。
そ
れ
を
平
安
に
は
ひ
を
の
山
と
云
ひ
、
北
野

の
悠
紀
・
主
基
の
一
つ
立
ち
、
斎
場
に
引
い
て
来
る
。
神
、
ひ
を
の
山
に
乗
せ
て
、
悠
紀
殿
・
主
基
殿
に
送
る
。
神
の
目
じ
る
し
で
、
ひ
を
の
山
は
、
こ
の
後

ど
う
な
る
か
、
不
明
。」
と
あ
る
。

（（ 

、
二
一
二
頁
９
行
目
か
ら
（5
行
目
ま
で
は
、
大
祓
の
「
国
つ
罪
」
の
這
ふ
虫
の
禍ワ
ザ

罪ハ
ヒ

・
た
か
つ
ど
り
の
禍
に
ふ
れ
て
、
祓
と
い
う
よ
り
慎
し
み
と
説
明
す
る
が
、

小
池
ノ
ー
ト
で
は
沖
縄
の
ず
り
（
遊
女
）
や
、
し
ら
ひ
と
、
こ
く
み
の
話
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
鳥
や
蛇
の
出
る
こ
と
は
、
こ
の
家
が
神
の
家
に
な

つ
た
し
る
し
。
内
地
で
喜
ぶ
の
は
こ
れ
。
沖
縄
で
は
三
日
間
家
を
出
て
、
禊
ぎ
を
し
て
ゐ
る
。
後
に
は
一
日
に
な
り
、
や
ら
な
く
も
な
る
。
先
年
那
覇
の
芸
者

（
ず
り
）
が
死
ん
だ
の
を
見
て
、
ず
り
の
人
々
が
騒
い
で
、
浜
下
り
を
し
て
禊
ぎ
を
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
穢
れ
で
あ
る
が
、
も
と
は
神
の
来
る
し
る
し
。
し
ら

ひ
と
、
こ
く
み
。
こ
く
み
は
背
虫
と
云
ふ
が
、
国
つ
罪
と
な
つ
て
ゐ
、
こ
れ
が
出
来
る
と
い
け
な
い
と
云
ふ
て
ゐ
る
が
実
は
、
そ
ん
な
人
を
神
に
供
へ
て
ゐ
る
。

こ
の
人
は
神
の
占
領
し
た
人
で
神
人
と
な
る
べ
き
人
で
、
そ
れ
を
み
そ
が
し
て
神
に
供
す（

（1
（

。」

（（ 

、
二
一
四
頁
（0
行
目
の
紫
宸
殿
か
ら
廻
立
殿
に
至
る
廊
下
に
つ
い
て
、
小
池
ノ
ー
ト
で
は
「
も
と
は
土
の
た
ゝ
き
で
あ
つ
た
で
あ
ら
う
」
と
あ
る
。

（0 

、
二
一
六
頁
８
行
目
の
天
子
の
后
が
丹
波
氏
の
娘
の
形
式
を
と
っ
て
入
内
す
る
こ
と
の
あ
と
に
、
小
池
ノ
ー
ト
で
は
「
神
秘
な
話
と
な
る
。
注
意
」
と
あ
る
。

（（ 

、
二
一
七
頁
（（
行
目
ふ
ん
ど
し
・
ゆ
も
じ
が
男
女
に
な
る
前
提
の
行
事
だ
と
し
た
後
に
、
小
池
ノ
ー
ト
で
は
、
紐
の
結
び
目
の
神
秘
と
小
谷
口
碑
集
の
事
例
が

紹
介
さ
れ
る
。「
物
忌
み
の
衣
で
あ
つ
て
、
い
つ
も
ふ
ん
ど
し
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
時
期
の
間
、
局
部
を
結
び
上
け
る
。
こ
れ
を
今
の
吾
々
は
解
く

が
昔
の
人
は
解
か
な
い
。
結
び
目
に
神
秘
が
あ
る
。
結
び
目
は
神
秘
で
あ
る
。
小
谷
口
碑
集
に
馬
の
耳
に
か
け
る
紐
の
結
び
目
の
事
を
記
し
て
ゐ
る
。
昔
は
女

で
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
結
び
方
が
あ
つ
た
。
昔
は
こ
の
時
に
は
生
殖
器
を
用
ゐ
な
い
禁
慾
生
活
で
あ
る
。
と
も
か
く
解
く
事
は
出
来
な
い
。」
と
あ
る
。『
小

谷
口
碑
集
』
は
、
小
池
直
太
郎
編
、
大
正
十
一
年
郷
土
研
究
社
発
行
の
爐
邊
叢
書
の
一
冊
で
、
信
濃
国
北
安
曇
郡
佐
野
坂
以
北
の
古
く
小ヲ

谷タ
リ

・
四シ

ヶ
荘ジ
ャ
ウ

の
民

間
伝
承
を
採
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
管
見
で
は
、『
小
谷
口
碑
集
』
に
、
馬
の
耳
に
か
け
る
紐
の
結
び
目
の
事
は
見
え
な
い
。

（（ 

、
二
一
七
頁
（（
行
目
か
ら
二
一
八
頁
２
行
目
は
天
子
の
禁
欲
生
活
と
そ
こ
か
ら
の
性
の
開
放
が
語
ら
れ
る
が
、
小
池
ノ
ー
ト
で
は
こ
こ
で
天
子
の
使
う
三
つ
の

衣
の
話
が
あ
る
。「
天
子
は
湯
の
中
で
使
ふ
衣
三
様
あ
り
。
一
は
天
の
羽
衣
、
浴
衣
と
さ
れ
て
ゐ
る
が
さ
う
で
は
な
い
。
な
み
ぎ
ぬ
（
波
衣
）。
―
―
姿
を
隠
す



國
學
院
大
學
紀
要
　
第
五
十
九
巻
（
二
〇
二
一
年
）

一
四

衣
。
そ
の
他
も
一
つ
あ
り
。
天
の
羽
衣
は
湯
の
中
で
介
添
へ
の
女
が
お
取
り
申
す
と
は
じ
め
て
本
当
の
神
に
お
な
り
に
な
る
。
そ
の
話
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。」

と
あ
る
。

（（ 
、
二
二
〇
頁
（（
行
目
・
（（
行
目
は
、
天
つ
罪
が
本
来
五
月
の
田
植
ゑ
時
の
男
女
間
の
慎
し
み
と
説
く
と
こ
ろ
だ
が
、
小
池
ノ
ー
ト
に
は
「
徳
川
時
代
に
は
こ
ん

な
こ
と
が
う
ん
と
あ
る
。随
筆
大
成
の
十
二
巻
の
中
に
あ
る
、こ
の
例
が
。」と
あ
る
。随
筆
大
成
の
十
二
巻
に
あ
る
と
い
う
記
述
は
お
そ
ら
く
瀧
澤
馬
琴
の『
耽

奇
漫
録
』
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
引
用
の
「
保
身
要
決
」
に
「
五
月
十
五
日
者
天
地
交
□
夜　

交
接
男
女
俱　

崇
若
在
子　

時
化
之
半
年
以
亡
」
と
見
え
、
古
来

五
月
に
男
女
の
交
為
を
忌
む
こ
と
の
事
例
を
あ
げ
て
あ
る（

（1
（

。

（（ 

、
二
二
一
頁
３
行
目
か
ら
（0
行
目
ま
で
、
処
女
の
説
明
で
あ
る
が
、
小
池
ノ
ー
ト
で
は
、「
を
と
め
」
の
語
根
か
ら
説
明
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
男
女
と

は
、
神
事
に
あ
づ
か
る
男
女
で
、
生
れ
代
る
も
の
と
云
ふ
事
。
を
つ
は
生
れ
か
は
るW

ot

が
語
根
で
こめ
と
な
る
。」
と
あ
る
。

（5 

、
二
二
一
頁
５
行
目
か
ら
８
行
目
で
は
処
女
の
三
種
の
説
明
が
あ
る
が
、
６
行
目
の
「
或
期
間
の
み
男
に
逢
は
ぬ
女
、
即
、
或
期
間
だ
け
処
女
生
活
を
す
る
女

（
二
）」
の
と
こ
ろ
は
、
小
池
ノ
ー
ト
で
は
、「
も
一
つ
は
夫
婦
で
あ
り
な
が
ら
乙
女
の
生
活
を
す
る
人
。
マ
リ
ア
が
乙
女
の
生
活
し
た
と
云
ふ
の
で
皆
早
乙
女
、

田
植
が
済
む
ま
で
男
を
ふ
れ
ず
、
男
の
方
も
田
植
前
後
女
に
ふ
れ
な
い
。
今
も
残
つ
て
ゐ
る
。」
と
マ
リ
ア
を
引
き
合
い
に
出
し
、
床
退
り
の
女
（
三
）
を
説

明
し
て
後
世
の
お
室
様
を
引
き
合
い
に
出
す
が
、
小
池
ノ
ー
ト
で
は
、「
永
久
に
乙
女
と
な
つ
た
も
の
、
後
家
さ
ん
で
な
く
て
も
年
が
二
十
を
過
ぎ
る
と
床
去

り
を
す
る
。
そ
れ
以
上
夫
婦
で
あ
る
の
は
い
け
な
か
つ
た
。
上
流
で
は
皆
や
つ
た
。
た
ま
に
愛
情
深
い
時
は
出
来
な
い
が
三
十
に
な
る
と
女
は
離
れ
や
う
と
し

て
神
と
な
る
。
後
世
の
男
遠
慮
し
て
お
室
様
の
時
代
と
な
る
。
徳
川
時
代
の
大
名
騒
動
は
こ
ゝ
に
起
因
す
る
。」
と
あ
る
。

（（ 

、
二
二
三
頁
３
行
目
の
た
ぶ
さ
く
の
説
明
で
、
小
池
ノ
ー
ト
で
は
「
こ
の
た
ぶ
さ
く
は
股
を
ふ
さ
ぐ
か
ら
云
ふ
と
云
つ
て
ゐ
る
が
実
は
着
物
を
前
へ
は
し
よ
る

の
で
あ
る
。
中
間
、
小
者
の
風
で
あ
る
。
袴
を
猿
股
の
や
う
に
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
が
、
た
ぶ
さ
く
で
あ
る
。
袴
が
長
く
な
つ
て
か
ら
か
ら
げ
る
の
を
云
ふ
。
一

種
の
猿
股
類
。」
と
あ
る
。
中
間
・
小
者
の
風
と
い
う
具
体
的
説
明
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（（ 

、
二
二
三
頁
（0
行
目
の
大
湯
坐
・
若
湯
坐
の
説
明
で
、
小
池
ノ
ー
ト
に
は
「
本
当
の
例
は
垂
仁
の
后
。
佐
保
姫
が
稲
城
で
焼
け
、
死
ぬ
時
、
な
が
結
ひ
を
き
し

み
づ
の
を
ひ
も
を
誰
か
も
解
か
む
。
ひ
も
を
宣
長
は
直
ぐ
情
慾
的
に
考
へ
て
ゐ
る
が
、
今
ほ
ど
露
骨
に
感
じ
な
か
つ
た
。
神
秘
な
ひ
も
で
あ
る
。
天
子
が
物
忌

み
に
居
つ
た
時
で
あ
つ
た
か
ら
問
は
れ
た
の
で
佐
保
姫
は
旦
波
の
道
主
の
女
を
二
人
五
人
す
ゝ
め
て
ゐ
る
。
こ
の
時
分
、
丹
比
氏
の
乙
女
が
后
に
な
る
根
源
を

説
い
て
ゐ
る
。
こ
れ
ま
で
は
佐
保
姫
で
あ
つ
た
。
宣
長
は
夫
婦
だ
か
ら
、
緒
を
解
い
て
寝
る
の
は
誰
だ
と
問
ふ
て
ゐ
る
の
だ
と
し
て
ゐ
る
が
、
野
蕃
時
代
ほ
ど
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そ
ん
な
こ
と
を
嫌
つ
た
。
結
び
目
の
解
き
方
を
知
つ
て
ゐ
る
の
は
、
旦
波
の
道
主
の
貴
（
女
神
）
の
女
で
あ
る
。
天
の
真
名
井
の
女
神
な
り
。
紐
の
結
び
を
解

く
と
、
本
当
の
神
と
な
る
。
そ
の
第
一
の
行
事
は
今
解
い
た
女
に
会
は
れ
る
こ
と
で
生
長
し
た
。
若
み
こ
は
斎
川
水
で
ひ
も
を
解
い
た
女
を
そ
の
場
で
妻
と
す

る
。
そ
れ
が
若
湯
坐
が
后
に
な
る
風
で
、
そ
の
風
習
が
奈
良
・
平
安
朝
に
忘
れ
ら
れ
、
乳
母
が
お
世
話
を
し
て
若
い
乳
母
―
―
即
ち
子
守
が
育
て
た
方
の
妻
と

な
る
。」
と
あ
る
。
講
演
で
は
、
具
体
例
と
し
て
垂
仁
記
の
佐
保
姫
の
例
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
本
居
宣
長
批
判
も
加
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

な
お
、
小
池
ノ
ー
ト
の
「
丹
比
氏
」
は
「
丹
波
氏
」
の
誤
記
と
思
わ
れ
る
。

（（ 

、
二
二
四
頁
２
行
目
か
ら
４
行
目
は
、
藤
原
氏
が
丹
波
氏
の
資
格
で
禊
を
司
り
、
そ
こ
か
ら
后
が
出
た
と
述
べ
る
が
、
小
池
ノ
ー
ト
に
は
「
例
へ
ば
、
允
恭
天

皇
の
愛
人
衣
通
姫
は
、
天
皇
の
后
、
中
皇
女
の
妹
で
あ
る
。
皇
女
も
水
を
天
皇
に
進
め
た
人
。
そ
の
妹
は
若
湯
坐
で
あ
る
。
そ
れ
が
天
皇
の
愛
人
に
な
つ
て
ゐ

る
。
そ
れ
か
ら
宮
廷
の
水
を
掌
る
の
が
藤
原
氏
と
な
つ
た
。
中
臣
の
分
れ
で
あ
る
。
何
故
藤
原
と
称
し
た
か
と
云
ふ
と
宮
廷
の
生
命
、
つ
ま
り
天
子
の
瑞
の
を

ひ
も
を
解
く
女
を
出
す
職
業
を
し
た
。
そ
れ
を
中
臣
女
と
後
ま
で
云
つ
て
ゐ
る
。
藤
原
氏
が
撰
ぶ
。
そ
の
話
有
力
な
例
は
光
明
皇
后
が
は
じ
め
て
藤
家
か
ら
后

と
な
つ
た
。
聖
武
帝
弁
解
し
て
臣
下
か
ら
后
が
出
て
ゐ
る
。
仲
哀
帝
の
后
は
葛
城
の
女
で
、
人
臣
の
女
を
后
と
し
て
ゐ
る
と
云
つ
て
ゐ
る
。
弁
明
の
要
な
し
。

藤
原
氏
は
水
を
司
る
人
で
あ
る
。
藤
原
氏
の
勢
力
の
も
と
は
、
瑞
の
小
紐
を
解
い
た
か
ら
」
と
あ
る
。
具
体
例
と
し
て
衣
通
姫
の
例
が
語
ら
れ
、
藤
原
氏
・
中

臣
女
、
光
明
皇
后
の
事
例
を
出
し
て
、
藤
原
氏
の
勢
力
の
淵
源
を
語
っ
て
い
た
。

（（ 

、
二
二
四
頁
（（
行
目
か
ら
（（
行
目
ま
で
は
天
子
が
廻
立
殿
か
ら
大
嘗
宮
へ
行
く
道
に
敷
か
れ
る
葉
筵
の
説
明
が
あ
る
が
、
小
池
ノ
ー
ト
で
は
「
天
の
羽
衣
中
に

間
違
つ
た
も
の
あ
り
。
廻
立
殿
よ
り
大
嘗
宮
へ
行
く
時
の
廊
の
切
れ
を
羽
衣
と
云
ふ
が
誤
り
で
あ
る
。
後
か
ら
巻
い
て
行
く
。
大
嘗
宮
へ
入
る
前
に
立
つ
も
の

が
警
蹕
を
か
け
て
行
く
。
を
し
〳
〵
と
云
ふ
。
そ
こ
か
ら
、
天
子
を
天
の
を
し
神
と
云
ふ
。
天
子
の
仮
の
号
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
天
の
羽
衣
で
な
い
。
は
ご
も

と
云
ふ
も
の
で
あ
ら
う
。
葉
筵
は
式
に
も
見
え
て
ゐ
る
。
天
子
の
道
に
な
る
と
こ
ろ
に
敷
い
て
、
天
子
の
あ
と
か
ら
巻
い
て
了
ふ
。
神
秘
を
失
ふ
こ
と
を
恐
れ

て
」
と
あ
る
。
警
蹕
の
説
明
と
葉
筵
を
巻
く
こ
と
の
意
味
を
説
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（0 

、
二
二
五
頁
７
行
目
か
ら
（（
行
目
ま
で
の
直
会
と
直
日
の
神
の
説
明
で
は
、
小
池
ノ
ー
ト
で
は
「
な
ほ
る
と
は
、
今
で
は
座
を
か
へ
る
こ
と
を
云
ふ
が
一
番
も

と
は
食
物
と
関
係
あ
り
。
大
嘗
祭
の
卯
の
日
の
行
事
の
悠
紀
・
主
基
殿
の
天
子
の
食
事
の
中
に
十
人
の
女
が
出
て
来
る
。
延
喜
式
に
は
十
姫
十
男
と
書
く
。
十

姫
は
采
女
で
、
特
別
の
仕
事
を
有
す
。
そ
の
中
に
最
姫
・
次
姫
と
云
ふ
も
の
あ
り
。
天
子
の
そ
ば
で
介
添
へ
を
す
る
。
こ
の
十
姫
が
飯い
ひ

噛か
み

、
乳
母
と
関
係
あ
り
。

天
の
羽
衣
の
式
に
参
加
す
る
も
の
と
考
へ
て
ゐ
る
。
最
姫
・
次
姫
は
、
天
子
の
食
事
の
中
、
ま
じ
な
ひ
の
詞
を
唱
へ
る
。「
な
ほ
び
た
ま
へ
…
…
」
と
云
ふ
。「
咎
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あ
り
と
も
直
び
た
ま
へ
…
…
」
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
よ
く
唱
へ
事
に
間
違
ひ
あ
り
と
も
食
物
に
は
間
違
ひ
な
い
よ
う
に
と
。
直
日
神
は
古
は
占
ひ
の
神
で
あ
る
。

呪
詞
・
呪
言
が
間
違
ふ
と
そ
の
通
り
の
効
果
を
出
す
の
を
禍
日
の
神
と
云
ふ
。
文
句
に
な
く
と
も
間
違
つ
た
事
を
云
ふ
と
禍
が
来
る
。
こ
れ
を
矯
正
し
て
く
れ

る
神
が
直
日
神
で
占
ひ
の
神
と
後
に
な
る
。
一
方
、
御
食
を
上
り
に
な
る
時
に
唱
へ
事
を
す
る
。
そ
の
時
に
な
ほ
び
た
ま
へ
と
云
ふ
。
食
事
す
る
こ
と
が
一
番

大
切
で
あ
る
。
最ほ
つ

姫ひ
め

の
唱
へ
言
が
大
切
で
そ
れ
か
ら
、
な
ほ
ぶ
詞
自
身
が
天
子
の
御
飯
と
関
係
を
も
つ
て
来
る
。
一
体
日
本
の
行
事
は
何
で
も
二
度
繰
り
返
す
。

悠
紀
・
主
基
の
御
殿
の
行
事
も
こ
の
思
想
も
本
義
に
加
つ
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
。
直
す
考
へ
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
同
じ
事
を
繰
り
返
す
。
天

子
が
食
事
す
る
の
を
な
ほ
び
た
ま
へ
と
云
ふ
の
を
考
へ
る
と
一
度
食
し
て
座
を
替
へ
て
も
一
度
自
由
な
態
度
で
召
上
る
。
そ
れ
が
な
ほ
ひ
の
式
で
豊
か
に
く
つ

ろ
い
だ
式
で
、
そ
の
時
に
出
る
神
を
直
日
の
神
と
又
云
ふ
。
平
安
の
は
直
日
命
の
は
宴
会
の
神
、
遊
芸
の
神
と
な
つ
て
ゐ
る
。
く
だ
け
た
宴
、
楽
し
み
を
司
る

神
と
云
ふ
事
に
な
る
。
も
一
つ
、
古
今
二
十
の
巻
に
大
直
日
歌
あ
り
。
厳
重
な
式
後
の
の
う
ら
ひ
を
行
ふ
時
に
歌
つ
た
歌
で
あ
る
。
宴
席
上
に
大
直
日
の
神
が

来
て
厳
粛
な
形
を
や
は
ら
げ
て
く
れ
る
と
見
て
ゐ
る
。
古
今
の
は
替
へ
歌
。
直
日
は
も
と
意
味
が
違
つ
た
神
で
あ
つ
た
が
後
に
は
ゆ
つ
た
り
し
た
宴
の
神
、
遊

芸
の
神
で
、
後
に
う
づ
め
の
神
と
一
緒
に
さ
れ
る
。
こ
れ
は
誤
り
。
な
ほ
ら
ひ
の
席
を
定
る
神
が
、
な
ほ
び
の
神
だ
と
云
ふ
風
習
を
生
じ
て
ゐ
る
。」
と
あ
る
。

十
姫
十
男
の
説
明
や
古
今
和
歌
集
の
大
直
日
歌
な
ど
、
成
稿
よ
り
具
体
的
に
説
明
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

 　

た
だ
し
、
最
姫
が
「
咎
あ
り
と
も
直
び
た
ま
へ
」
云
々
の
こ
と
ば
を
唱
え
る
と
折
口
は
説
明
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
実
際
の
儀
式
で
は
采
女
が
唱
え
て
い

る（
（1
（

。

（（ 

、
二
二
五
頁
（（
行
目
以
下
の
大
嘗
祭
の
直
会
の
次
第
と
物
忌
み
の
開
放
の
話
も
、
小
池
ノ
ー
ト
で
は
も
う
少
し
詳
細
に
な
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
大
嘗
祭

に
於
け
る
な
ほ
ら
ひ
は
、
辰
の
日
の
後
の
巳
の
日
と
丑
の
日
で
あ
る
。
こ
の
日
の
朝
辰
の
時
に
天
子
悠
紀
殿
へ
。
そ
こ
で
食
事
し
、
そ
れ
が
済
む
と
大
和
舞
を

奏
す
。
こ
の
時
に
五
位
以
上
の
者
が
饗
応
が
あ
る
。
六
位
以
下
の
官
人
共
が
入
つ
て
行
き
、
そ
の
人
等
が
、
悠
紀
・
主
基
に
関
係
な
い
他
地
方
の
風
俗
の
舞
を

す
る
―
―
当
時
の
流
行
の
舞
―
―
主
と
し
て
武
官
の
舞
だ
と
思
ふ
。
午
后
の
未
の
時
に
な
る
と
主
基
の
御
殿
へ
。
そ
こ
で
田
舞
が
行
は
れ
る
。
そ
の
他
、
五
位

以
上
の
役
人
に
御
馳
走
あ
り
。
六
位
以
下
舞
ふ
。
こ
ゝ
で
第
一
日
の
大
饗
が
行
は
れ
る
。
同
じ
こ
と
を
二
度
、
こ
れ
が
直
ら
ひ
の
第
一
日
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
ら

の
大
嘗
祭
に
奉
仕
す
る
大
忌
・
小を

忌み

と
云
ふ
も
の
あ
り
。
小
忌
と
は
王
族
中
の
撰
定
せ
ら
れ
し
人
、
な
ら
び
に
神
事
に
直
接
に
あ
づ
か
る
人
。
神
事
に
幾
分
遠

い
高
位
の
人
が
大
忌
と
云
ふ
。
天
子
は
じ
め
高
級
官
吏
な
り
。
も
と
は
も
つ
と
神
事
に
あ
た
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
が
細
事
は
小
忌
の
仕
事
。
し
た
が
つ
て
大
忌
の
方

は
物
忌
み
ゆ
る
い
。
今
で
も
小
忌
衣
は
伝
つ
て
ゐ
る
。
次
第
に
変
化
し
て
ゐ
る
が
小
忌
衣
の
模
様
は
伝
つ
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
、
社
々
の
神
事
に
あ
づ
か
る
人
の
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衣
が
能
役
者
の
上
に
残
つ
て
ゐ
る
。
小
忌
衣
の
風
を
う
つ
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
が
第
二
日
午
の
日
の
行
事
後
物
忌
み
解
除
と
な
る
。
舞
姫
の
舞
は
昔
は

第
四
日
午
の
日
に
行
は
れ
た
。
申
の
時
、
行
は
れ
た
。
大
体
精
進
落
と
し
に
な
つ
て
了
つ
た
時
。」
と
あ
る
。
辰
の
日
、
巳
の
日
、
午
の
日
の
直
会
の
次
第
が

よ
り
詳
し
く
説
明
さ
れ
、
神
事
奉
仕
の
大
忌
・
小
忌
の
こ
と
や
小
忌
衣
に
つ
い
て
の
説
明
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（（ 

、
二
二
六
頁
２
・
３
行
目
の
物
忌
み
解
除
の
説
明
も
小
池
ノ
ー
ト
で
は
、「
な
ほ
ら
ひ
を
巳
の
日
に
行
ふ
と
精
進
落
と
し
が
半
分
済
ん
で
ゐ
る
。
桶
洗
ひ
、
そ
う

ぞ
く
洗
ひ
、
後
宴
等
と
あ
り
。」
と
あ
る
。
民
俗
語
彙
か
ら
の
説
明
が
加
わ
っ
て
い
る
。

（（ 

、
二
二
六
頁
（（
行
目
か
ら
（（
行
目
の
新
嘗
祭
に
主
人
よ
り
も
格
式
の
上
の
人
を
招
く
風
が
、も
と
尊
い
神
が
来
ら
れ
た
形
だ
と
説
明
す
る
と
こ
ろ
に
、小
池
ノ
ー

ト
で
は
「
例
へ
ば
允
恭
帝
の
大
中
姫
命
の
時
に
天
子
は
客
と
し
て
迎
へ
ら
れ
た
。
こ
の
時
は
客
と
主
と
な
る
が
あ
る
じ
は
御
馳
走
と
云
ふ
事
で
、
客
人
に
あ
る

じ
を
す
る
人
で
あ
る
か
ら
主
と
な
る
。
中
皇
命
が
帝
を
迎
へ
、
も
て
な
し
を
し
て
な
ほ
ら
ひ
の
場
合
に
移
つ
て
か
ら
舞
姫
を
出
し
た
。
と
こ
ろ
が
舞
の
後
に
そ

と
ほ
り
ひ
め
を
お
求
め
に
な
つ
た
。
奨
め
な
か
つ
た
か
ら
し
て
出
さ
な
か
つ
た
が
、
し
か
た
な
し
に
す
ゝ
め
た
。
そ
の
舞
姫
を
誰
が
す
る
か
と
云
ふ
と
、
第
一

次
の
供
饌
の
時
に
ご
飯
を
奉
る
役
を
し
た
人
、
そ
の
人
が
な
ほ
ら
ひ
の
御
も
の
を
す
ゝ
め
る
時
に
舞
姫
に
な
る
の
が
正
式
ら
し
い
。
十
姫
が
宮
廷
の
舞
姫
と
な

る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
困
る
こ
と
は
客
人
も
主
も
天
子
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
は
祭
の
形
式
が
変
化
し
て
も
大
切
で
あ
る
か
ら
代
は
る
事
が
出
来
な
い
。
天
子

が
二
代
す
る
の
は
辰
の
日
と
巳
・
午
の
日
も
同
じ
。
舞
姫
を
召
す
の
は
天
子
の
仕
事
。
こ
の
舞
姫
を
五
節
の
舞
姫
と
云
ふ
。」
と
あ
る
。
允
恭
帝
の
新
嘗
の
宴

の
用
例
を
出
し
て
、
舞
姫
と
し
て
の
衣
通
姫
の
提
供
と
供
饌
の
十
姫
、
五
節
の
舞
姫
を
発
生
的
に
結
び
付
け
て
論
じ
て
い
る
。

（（ 

、
二
二
七
頁
４
行
目
か
ら
（0
行
目
ま
で
の
五
節
の
舞
と
節ヨ

折ヲ
リ

、
更
に
は
神カ
ム
ハ
ト
リ
メ

服
女
の
舞
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
小
池
ノ
ー
ト
は
「
こ
の
五
節
の
舞
も
実
は
天
子
の

御
身
の
寸
法
を
さ
し
た
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
思
は
れ
る
。
そ
れ
を
五
度
繰
り
返
し
た
。
五
節
折
を
し
た
。
そ
の
為
に
五
節
の
舞
と
云
ひ
、
五
節
の
舞
姫
が

出
た
の
だ
と
思
ふ
。
そ
の
証
拠
は
平
安
に
わ
か
ら
な
く
な
つ
て
ゐ
る
が
、
午
の
日
の
申
の
時
、
―
―
四
時
頃
―
―
ま
づ
大
歌
を
奏
し
、
五
節
を
舞
ふ
。
そ
の
時

に
、
神カ
ン
ハ
ト
リ
メ

服
女
の
舞
が
四
人
の
女
に
よ
つ
て
行
は
れ
る
。
こ
れ
が
つ
ま
り
、
衣
物
、
を
扱
ふ
女
の
舞
で
、
こ
れ
が
二
分
し
て
後
に
は
神
服
舞
と
五
節
舞
と
に
な
つ

た
。
も
と
は
一
つ
で
あ
つ
た
。
一
は
、
四
人
に
な
り
、
五
節
の
も
行
は
れ
た
。
一
方
は
節
折
を
行
ひ
、
一
方
は
ま
れ
び
と
を
も
て
な
す
舞
姫
の
舞
。
前
日
ま
で

供
饌
に
あ
づ
か
つ
た
人
の
舞
。
こ
の
二
様
の
事
は
も
と
は
一
つ
事
で
供
饌
に
あ
づ
か
つ
た
人
が
衣
を
す
ゝ
め
て
節
折
も
し
、
舞
も
舞
つ
た
。」
と
あ
る
。
成
稿

と
比
べ
て
、
よ
り
詳
細
に
語
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（5 

、
二
二
七
頁
（（
行
目
か
ら
（（
行
目
の
五
節
の
帳
台
の
試
み
は
天
子
が
舞
姫
を
女
に
す
る
行
事
と
述
べ
る
と
こ
ろ
で
は
、
前
出
の
允
恭
帝
の
話
を
証
拠
と
し
て
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語
っ
て
い
た
。「
後
世
き
れ
い
に
な
つ
て
ゐ
る
が
、
允
恭
帝
の
こ
と
を
見
る
と
舞
姫
が
天
子
の
試
を
し
た
。
婚
姻
の
早
い
習
し
は
早
く
か
ら
あ
る
。
帳
台
を
調

べ
る
の
は
天
子
が
五
節
舞
の
姫
を
女
に
す
る
調
べ
で
あ
る
。
平
安
に
は
す
で
に
行
は
れ
な
く
な
つ
た
が
、
舞
姫
は
騒
が
れ
て
ゐ
る
。」
と
あ
る
。

（（ 
、
二
二
七
頁
（（
行
目
か
ら
二
二
八
頁
９
行
目
ま
で
は
解
斎
舞
か
ら
散
会
ま
で
の
こ
と
を
述
べ
る
が
、
小
池
ノ
ー
ト
で
は
も
う
少
し
詳
し
く
語
ら
れ
て
い
る
。「
斎

を
落
と
す
と
こ
ろ
の
解
斎
舞
（
古
く
は
ト
シ
乞
ノ
マ
ヒ
と
云
ふ
た
の
で
あ
ら
う
。）
を
す
る
。
す
る
と
も
う
こ
れ
で
終
り
で
神
が
皆
あ
ら
け
散
る
形
に
な
る
。

祭
事
に
あ
づ
か
つ
た
中
臣
、
斎
部
の
役
人
、
小
忌
の
人
た
ち
が
酒
を
い
た
ゞ
く
。
普
通
は
こ
れ
を
の
ほ
ら
ひ
と
考
へ
る
。
な
ほ
ら
ひ
は
ま
だ
厳
粛
。
そ
れ
が
柏

の
葉
―
―
柏
は
酒
や
御
飯
を
盛
る
木
の
葉
で
あ
る
。
色
ん
な
種
類
あ
り
。
こ
の
時
は
夜
で
あ
る
―
―
を
か
づ
ら
と
し
て
頭
に
被
つ
て
舞
ふ
。
こ
れ
で
大
嘗
祭
が

終
つ
て
皆
、
小
忌
は
小
忌
、
大
忌
は
大
忌
で
脱
服
し
て
散
会
。
こ
れ
は
祭
に
臨
ん
だ
小
神
の
散
会
す
る
式
。
小
忌
・
大
忌
の
男
は
神
で
女
の
方
は
神
の
世
話
す

る
人
。
い
よ
〳
〵
祭
が
済
む
と
踊
り
狂
つ
て
分
れ
て
行
く
形
で
あ
る
。
一
体
、
宴
会
の
意
味
を
云
ふ
と
、
前
述
し
た
如
く
二
度
の
食
事
出
て
、
最
后
の
食
事
の

時
、
あ
る
じ
側
よ
り
舞
人
出
で
、
同
時
に
客
側
に
芸
ま
は
し
あ
り
。
主
に
答
へ
る
客
人
の
好
意
の
あ
ら
は
し
方
。
う
た
げ
は
疑
ひ
な
く
打
上
げ
す
る
こ
と
。
手

を
揃
へ
て
打
つ
て
騒
ぐ
事
が
う
た
げ
。
こ
の
場
合
に
主
人
が
見
物
に
な
り
客
が
芸
を
す
る
。
こ
れ
を
主
に
、
巡
の
舞
と
云
ふ
。
巡
の
舞
と
は
正
座
の
客
よ
り
下

へ
廻
つ
て
行
く
舞
を
云
ふ
。
皆
舞
を
舞
つ
た
。
そ
れ
以
前
に
、
家
の
舞
姫
、
そ
の
他
が
舞
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
中
異
例
な
の
は
家
の
中
の
ス
ピ
リ
ツ
ト
を
代
表
し

た
滑
稽
な
舞
が
行
は
れ
る
。
地
方
の
大
き
な
社
の
滑
稽
な
舞
は
そ
れ
か
ら
出
る
。
そ
の
後
客
側
の
巡
の
舞
が
出
る
。

　

 

皆
が
一
巡
し
て
後
乱
舞
に
な
つ
て
皆
一
緒
に
去
つ
て
外
で
衣
を
と
つ
て
人
と
な
り
、
褒
美
を
貰
つ
て
別
れ
る
。
こ
の
宴
の
式
が
、
ず
つ
と
近
世
、
今
ま
で
伝
つ

て
宴
会
は
神
事
の
の
う
ら
ひ
以
後
の
形
を
と
つ
て
ゐ
る
。
島
台
は
標
の
山
の
形
で
そ
れ
が
各
部
に
及
ん
で
膳
部
に
一
々
松
の
枝
や
造
花
が
つ
い
て
ゐ
る
。
島
台

の
形
の
分
化
で
あ
る
。
島
台
前
に
、
す
は
ま　
　
　
　
　

の
机
が
出
る
。
そ
し
て
宴
の
中
心
と
な
つ
て
ゐ
る
。
客
は
こ
の
ま
は
り
に
坐
す
。」
と
あ
る
。
解
斎

舞
が
「
ト
シ
乞
ノ
マ
ヒ
」
と
読
ま
れ
、
中
臣
、
斎
部
、
小
忌
が
酒
を
い
た
だ
い
て
、
服
を
脱
い
で
帰
る
こ
と
を
述
べ
、
大
忌
・
小
忌
は
小
さ
な
神
、
女
は
神
の

世
話
を
す
る
人
と
説
明
さ
れ
、
大
嘗
祭
の
散
会
の
仕
方
が
成
稿
よ
り
も
詳
し
く
述
べ
ら
れ
、
標
の
山
を
引
き
継
い
だ
後
世
の
島
台
・
洲
浜
を
中
心
と
し
た
宴
会

で
の
座
の
話
へ
と
展
開
し
て
い
る
。

（（ 

、
二
二
八
頁
９
行
目
、
今
の
民
間
の
宴
会
が
神
事
の
直
会
以
後
の
形
を
と
る
こ
と
を
述
べ
る
が
、
小
池
ノ
ー
ト
で
は
、
さ
ら
に
正
客
と
寺
の
尊
者
と
の
関
連
、

寺
の
尊
者
は
民
間
の
風
俗
の
移
入
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
宴
会
に
火
を
消
す
風
が
あ
っ
た
こ
と
を
光
孝
天
皇
の
即
位
に
至
る
説
話
か
ら
推
測
し
、
藤
原
氏
の
氏

の
上
が
伝
来
す
る
朱
器
台
盤
の
風
の
古
い
事
へ
と
つ
な
げ
て
い
る
。
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。「
正
客
の
定
ら
ん
時
に
は
正
客
は
空
席
に
す
る
。
こ
の
正
客
は
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尊
者
と
云
ふ
。
お
そ
ら
く
、
ま
れ
人
の
訳
で
あ
ら
う
。
と
こ
ろ
が
寺
で
は
尊
者
あ
り
。
食
堂
の
中
央
は
あ
け
て
ゐ
る
。
尊
者
は
び
ん
ず
る
尊
者
の
席
だ
と
。
ひ

よ
つ
と
す
る
と
食
堂
の
姿
が
宴
席
に
移
つ
て
正
客
と
考
へ
る
が
寺
の
風
俗
は
民
間
の
風
俗
取
入
れ
て
ゐ
る
。
民
間
で
は
寺
社
を
宮
殿
と
し
た
。
寺
は
日
本
在
来

の
異
教
と
妥
協
し
て
ゐ
る
。
古
い
奈
良
の
寺
か
ら
新
し
い
寺
、
禅
寺
に
至
る
ま
で
異
教
式
の
日
常
生
活
に
入
り
込
ん
で
ゐ
る
。
寺
の
尊
者
の
席
は
民
間
の
風
俗

の
入
つ
た
も
の
と
思
ふ
。
奈
良
に
は
専
ら
尊
者
、
な
ら
び
に
陪
賓
が
呼
ば
れ
る
。
そ
の
席
で
一
度
火
を
消
す
こ
と
が
あ
る
。
古
く
、
光
孝
天
皇
が
藤
原
ノ
基
経

に
見
出
さ
れ
た
。
そ
の
わ
け
は
、
基
経
の
前
の
肴
の
鳥
の
足
が
な
い
。
そ
こ
で
火
を
消
し
て
式
を
済
ま
せ
た
か
ら
だ
と
。
そ
れ
は
後
の
説
明
で
実
は
古
く
よ
り

宴
会
の
半
に
火
を
消
す
事
が
あ
つ
た
。
そ
れ
は
、
宮
廷
に
於
け
る
藤
原
氏
の
位
置
を
説
明
す
る
話
。
藤
原
氏
は
宮
廷
よ
り
三
種
神
器
と
同
じ
や
う
に
氏
の
長
者

と
称
す
る
も
の
が
伝
へ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
を
朱
器
台
盤
と
云
ふ
。
宮
廷
に
も
朱
器
殿
が
あ
る
位
で
あ
る
。
藤
原
氏
は
こ
れ
を
継
が
ね
ば
氏
の
長
者
に
な
れ

ぬ
。
こ
れ
は
藤
原
氏
が
宮
廷
の
祭
の
宴
の
時
に
神
を
も
て
な
す
役
を
し
た
。
天
子
は
主
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
客
人
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
藤
原
が
中
臣
代

よ
り
主
の
役
を
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
も
神
事
が
暗
黒
中
に
行
は
れ
た
と
同
様
、
光
孝
天
皇
が
源
氏
の
時
に
し
た
と
云
ふ
と
同
じ
事
で
良
房
の
時
に
朱
器

台
盤
が
出
来
た
と
云
ふ
が
、
平
安
に
は
氏
長
者
は
定
つ
て
ゐ
る
。
奈
良
に
氏
の
上
、
氏
の
助
を
作
つ
て
ゐ
る
。
役
人
待
遇
で
こ
れ
を
宮
廷
で
認
め
た
。
氏
の
上

を
氏
の
長
者
と
云
ふ
。
氏
の
上
、
助
を
奈
良
に
定
つ
て
ゐ
る
。
し
か
も
そ
の
長
者
を
示
す
朱
器
台
盤
が
良
房
に
は
じ
ま
つ
た
説
は
受
け
取
れ
ぬ
。
こ
ん
な
時
代

に
は
神
秘
が
な
い
。
私
は
良
房
の
時
に
印
象
す
べ
き
事
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
と
思
つ
て
ゐ
る
。
後
世
の
朱
の
杯
、
膳
な
ど
、
昔
風
の
杯
、
台
で
あ
つ
た
の
が
作

り
な
ほ
し
た
事
が
あ
る
事
で
あ
ら
う
。」
と
あ
る
。

（（ 

、
二
二
八
頁
（0
行
目
か
ら
（（
行
目
の
藤
原
氏
の
朱
器
台
盤
の
話
で
は
、
小
池
ノ
ー
ト
で
は
、「
な
ぜ
道
具
が
大
切
か
と
云
ふ
と
、
椀
貸
し
淵
、
椀
貸
し
塚
、
竜

宮
か
ら
と
か
、
河
童
が
貸
す
と
か
云
ふ
。
私
は
結
局
竜
宮
と
云
ふ
地
底
の
富
の
世
界
か
ら
出
て
来
る
。
と
こ
ろ
が
村
の
祭
り
の
時
の
道
具
は
厳
重
、
隠
し
て
あ

る
。
こ
の
道
具
の
印
象
が
祭
の
饗
応
の
話
を
忘
れ
た
後
に
、
竜
宮
の
説
明
と
な
つ
た
。
半
分
信
仰
上
の
事
実
で
半
分
空
想
。
昔
村
々
に
祭
り
の
道
具
の
あ
る
神

事
の
重
な
家
で
保
存
し
た
。
そ
こ
か
ら
椀
貸
し
淵
の
話
と
な
つ
た
。
話
が
転
々
し
た
に
違
ひ
な
い
。
民
間
の
話
を
見
て
も
宮
廷
の
宴
の
風
俗
と
共
通
点
あ
り
。」

と
、
椀
貸
し
淵
・
塚
と
竜
宮
の
話
を
加
え
て
、
民
間
の
話
と
宮
廷
の
宴
と
の
共
通
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

②
成
稿
の
内
容
が
小
池
ノ
ー
ト
に
な
い
場
合

１
、
一
八
三
頁
５
・
６
行
目
は
近
世
の
例
と
し
て
武
家
時
代
の
為
着
せ
の
習
慣
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
小
池
ノ
ー
ト
に
は
記
述
が
な
い
。



國
學
院
大
學
紀
要
　
第
五
十
九
巻
（
二
〇
二
一
年
）

二
〇

２ 

、
二
二
三
頁
３
行
目
の
「
た
ぶ
さ
く
」
の
説
明
で
、
子
ど
も
の
遊
戯
「
今
日
は
廿
五
日
の
尻
た
く
り
」
は
小
池
ノ
ー
ト
に
は
な
い
。

以
上
で
あ
る
。

　

ま
ず
（
一
）
用
語
・
用
字
の
違
い
、
か
ら
わ
か
る
の
は
、
講
演
筆
記
な
ら
で
は
の
成
稿
の
誤
り
が
数
点
指
摘
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
３
の
「
新
嘗
祭
」（
一
八
〇

頁
９
行
目
）
は
「
神
嘗
祭
」
の
、
５
の
「
大
伴
」（
二
〇
二
頁
（0
行
目
）
は
「
物
部
」
の
、
６
の
「
丹
比
氏
」（
二
一
七
頁
７
行
目
）
は
「
丹
波
氏
」
の
誤
り
で
あ

る
。
ま
た
、
１
の
「
民
俗
学
」（
一
六
八
頁
８
・
（（
行
目
）
は
「
民
族
学
」、
２
の
「
御
命
購
政
」（
一
六
九
頁
（（
行
目
）
は
「
御
命
贖
政
」
の
可
能
性
が
あ
る
し
、

４
の
一
九
一
頁
（（
・
（5
行
目
か
ら
一
九
二
頁
（（
行
目
ま
で
の
叙
述
に
は
、
小
池
ノ
ー
ト
に
あ
る
「
大
和
の
国
」
の
語
が
あ
っ
た
ほ
う
が
内
容
的
に
は
わ
か
り
や
す

い
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
７
の
「
景
行
天
皇
」（
二
二
一
頁
（（
行
目
）
は
成
稿
が
正
し
く
、
小
池
ノ
ー
ト
の
「
応
神
天
皇
」
は
明
ら
か
に
間
違
っ
て
い
る
。

　

小
池
ノ
ー
ト
の
「
大
嘗
祭
の
本
義
」
ノ
ー
ト
は
、
折
口
全
集
解
題
の
い
う
「
講
演
筆
記
」
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
大
ま
か
に
い
っ
て
小
池
ノ
ー

ト
の
内
容
の
方
が
成
稿
よ
り
ず
っ
と
豊
か
で
あ
る
こ
と
は
い
え
る
。
①
成
稿
の
内
容
よ
り
小
池
ノ
ー
ト
が
よ
り
詳
し
い
場
合
が
（（
箇
所
で
圧
倒
的
に
多
く
、
②
は

２
箇
所
と
少
な
い
。
②
の
１
と
２
は
小
池
の
筆
記
洩
れ
か
、
成
稿
段
階
で
の
折
口
に
よ
る
書
き
加
え
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　　
　
　

四
、
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
折
口
信
夫
の
「
大
嘗
祭
の
本
義
」（
新
版
『
全
集
』
３
収
録
）
を
、
そ
の
講
演
筆
記
ノ
ー
ト
で
あ
る
小
池
元
男
ノ
ー
ト
と
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

い
く
つ
か
の
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

ま
ず
そ
の
講
演
は
、
従
来
、『
全
集
』
の
解
題
に
あ
る
二
日
間
で
は
な
く
、
日
取
り
に
は
疑
問
は
残
る
も
の
の
、
そ
れ
が
三
日
に
及
ぶ
も
の
で
、
午
前
、
午
後

に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

講
演
は
配
布
し
た
見
出
し
プ
リ
ン
ト
に
沿
っ
て
行
わ
れ
、
そ
の
見
出
し
は
凡
そ
六
部
仕
立
て
で
「
第
一
贄
祭
、
第
二
み
つ
ぎ
・
み
た
ま
の
ふ
ゆ
（
鎮
魂
祭
）、

第
三
風
俗
・
語
部
、
第
四
斎
場
、
第
五
御
慶マ
マ

、
第
六
直
会
」
と
記
さ
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。

　

成
稿
に
は
用
語
・
用
字
の
誤
り
が
あ
り
、
一
八
〇
頁
９
行
目
の
「
新
嘗
祭
」
は
「
神
嘗
祭
」、
二
〇
二
頁
（0
行
目
の
「
大
伴
」
は
「
物
部
」、
二
一
九
頁
８
行
目

の
「
丹
比
氏
」
は
「
丹
波
氏
」
の
間
違
い
で
あ
り
、
一
六
八
頁
８
・
（（
行
目
の
「
民
俗
学
」
も
「
民
族
学
」、
一
六
九
頁
（（
行
目
の
「
御
命
購
政
」
は
「
御
命
贖
政
」



折
口
信
夫
「
大
嘗
祭
の
本
義
」
講
演
の
実
際

二
一

が
正
し
い
可
能
性
を
残
し
て
い
る
。

　

内
容
的
に
は
、
成
稿
と
比
べ
て
、
小
池
ノ
ー
ト
を
見
る
限
り
、
実
際
の
講
演
で
は
よ
り
具
体
的
な
内
容
に
富
ん
で
お
り
、
解
説
も
き
め
細
や
か
だ
っ
た
印
象
が

あ
る
。
一
六
九
頁
（5
行
目
の
鎌
倉
・
室
町
時
代
の
「
政
所
」、
一
八
二
頁
（（
行
目
以
降
の
「
藤
原
、
物
部
、
蘇
我
」、
一
八
四
頁
（（
・
（（
行
目
、
一
八
六
頁
（（
行
目

以
降
の
出
雲
国
造
、
一
八
七
頁
（（
行
目
以
降
の
廃
太
子
事
件
、
二
〇
一
頁
（（
行
目
以
降
の
竹
内
宿
祢
、
二
〇
三
頁
７
行
目
の
ゆ
ふ
つ
け
ど
り
、
二
〇
七
頁
９
行
目

の
御
茶
壷
道
中
、
二
一
二
頁
（5
行
目
以
降
の
沖
縄
の
ず
り
の
事
例
や
し
ら
ひ
と
・
こ
く
み
の
話
、
二
一
七
頁
（（
行
目
以
降
の
三
つ
の
衣
、
二
二
一
頁
５
行
目
の
「
マ

リ
ア
」、
二
二
三
頁
３
行
目
の
中
間
・
小
者
、
二
二
三
頁
（0
行
目
の
佐
保
姫
の
話
、
二
二
四
頁
２
行
目
以
降
の
衣
通
姫
、
光
明
皇
后
の
話
、
二
二
五
頁
７
行
目
以

降
の
十
男
十
姫
の
話
、
二
二
五
頁
（（
行
目
の
具
体
的
な
直
会
の
次
第
と
小
忌
・
大
忌
、
小
忌
衣
の
話
、
二
二
六
頁
２
行
目
の
桶
洗
ひ
、
そ
う
ぞ
く
洗
ひ
、
後
宴
な

ど
の
民
俗
語
彙
の
提
示
、
二
二
六
頁
（（
行
目
以
降
の
允
恭
紀
の
舞
姫
を
求
め
た
話
（
衣
通
姫
の
話
）、
二
二
七
頁
４
行
目
以
降
の
五
節
舞
・
節
折
・
神
服
女
の
話
、

二
二
七
頁
（（
行
目
以
降
の
解
斎
舞
以
降
の
次
第
な
ど
実
例
を
引
用
し
な
が
ら
、
よ
り
詳
し
く
語
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
二
一
七
頁
（（
行
目
の
小
谷
口

碑
集
、
二
二
〇
頁
（（
行
目
の
随
筆
大
成
巻
十
二
な
ど
の
出
典
指
示
な
ど
も
問
題
は
残
す
が
実
際
に
な
さ
れ
て
い
た
。

　

解
説
も
一
七
四
頁
３
行
目
以
降
の
日
本
人
の
宛
字
の
巧
妙
さ
、
一
七
五
頁
２
行
目
以
降
の
自
身
の
前
説
の
撤
回
の
説
明
、
一
九
六
頁
（（
行
目
以
降
の
大
化
の
改

新
の
意
義
を
説
く
と
こ
ろ
、
一
九
八
頁
７
行
目
以
降
の
日
を
定
め
る
職
業
団
体
日
置
部
の
意
義
の
説
明
、
二
〇
五
頁
（（
行
目
以
降
の
語
部
の
解
説
、
二
〇
七
頁
５

行
目
以
降
の
風
俗
歌
か
ら
説
話
や
物
語
の
発
達
の
説
明
、
二
〇
九
頁
３
行
目
の
「
ふ
し
」
の
説
明
、
二
一
〇
頁
４
行
目
の
「
ひ
を
の
や
ま
」
と
京
の
人
の
発
音
の

説
明
、
二
二
一
頁
３
行
目
の
「
を
と
め
」
の
説
明
、
二
二
一
頁
５
行
目
以
降
の
御
室
様
と
大
名
騒
動
の
説
明
、
二
二
三
頁
（0
行
目
以
降
の
宣
長
批
判
、
二
二
四
頁

（（
行
目
以
降
の
警
蹕
と
葉
筵
の
解
説
な
ど
、
成
稿
に
比
べ
て
、
自
説
を
よ
り
詳
細
に
、
ま
た
は
さ
ら
に
展
開
さ
せ
る
言
説
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

小
池
元
男
氏
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
講
演
筆
記
ノ
ー
ト
は
、
成
稿
よ
り
正
し
い
用
語
・
用
字
を
伝
え
、
内
容
も
成
稿
よ
り
詳
細
な
事
例
や
解
説
が
記
録
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
見
せ
て
い
る
。
小
池
の
「
大
嘗
祭
の
本
義
」
ノ
ー
ト
は
、
成
稿
の
元
と
な
っ
た
講
演
筆
記
ノ
ー
ト
そ
の
も
の
と
は
認
め
が
た
い
が
、
折
口
の
「
大
嘗
祭

の
本
義
」
講
演
の
実
際
を
、
成
稿
よ
り
も
よ
く
伝
え
る
貴
重
な
資
料
と
い
え
よ
う
。
今
後
は
、
折
口
信
夫
が
い
か
に
大
嘗
祭
を
解
き
明
か
そ
う
と
し
た
か
、
本
講

演
筆
記
ノ
ー
ト
の
内
容
と
共
に
ノ
ー
ト
番
号
5（「
国
文
学
史
」（
昭
和
三
年
十
一
月
八
日
講
義
）、７「
神
道
に
現
れ
た
古
代
民
族
論
理
」（
昭
和
四
年
八
月
三
十
日
・

三
十
一
日
講
演
、
改
題
し
て
「
古
代
人
の
思
考
の
基
礎
」）、
（（
～
（0
「
古
代
研
究
一
～
三
」（
昭
和
七
年
七
月
十
四
日
～
十
六
日
講
演
）
を
も
比
較
し
な
が
ら
、

折
口
信
夫
の
学
問
の
方
法
を
検
証
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。



國
學
院
大
學
紀
要
　
第
五
十
九
巻
（
二
〇
二
一
年
）

二
二

注（
１
）『
古
代
研
究　

民
俗
学
篇　

第
二
』
は
、
大
岡
山
書
店
よ
り
昭
和
五
年
六
月
刊
行
。

（
２
） 
注
（
１
）
前
掲
書
に
は
、
著
作
年
月
一
覧
に
「
國
學
院
雑
誌
第
三
十
四
巻
第
八
号　

昭
和
三
年
九
月　

信
濃
教
育
会
東
部
部
会
講
演
筆
記
」
と
あ
る
。
新
版
の
『
折
口
信
夫
全
集　

（（
』

の「
信
州
講
演
目
録
」に
は「
昭
和
三
年
」の「
六
月（
（（
）（
（0
）　

講
演　

大
嘗
祭
の
本
義　

東
筑
摩
郡
教
育
会
中
央
部
支
会（
？
）」と
あ
り
、同
じ
く『
折
口
信
夫
全
集　

３
』（
一
九
九
五

年　

中
央
公
論
社
）
の
「
解
題
」（
高
梨
一
美
氏
の
も
の
ら
し
い
）
に
よ
る
書
誌
に
は
、〔
論
文
〕
と
し
て
、

　
　
　

Ａ
「
大
嘗
祭
の
風
俗
歌
」　

昭
和
三
年
八
月　
『
国
学
院
雑
誌
』
第
三
十
四
巻
第
八
号　

　
　
　

Ｂ
「
大
嘗
祭
の
本
義
並
び
に
風
俗
歌
と
真
床
襲
衾
」　

昭
和
三
年
十
一
月　
『
国
学
院
雑
誌
』
第
三
十
四
巻
第
十
一
号

　
　
　

Ｃ
「
御
即
位
式
と
大
嘗
祭
と
」　

昭
和
三
年
十
二
月　
『
歴
史
教
育
』
第
三
巻
第
八
号

　
　

と
、
未
発
表
で
後
に
新
版
全
集
（（
に
収
録
さ
れ
た
、

　
　
　

・
草
稿
「
大
嘗
祭
の
本
義
」　

昭
和
三
年
十
月
九
―
拾
日
稿

　
　

を
、〔
講
演
〕
と
し
て
、

　
　
　

Ｄ
講
演
「
大
嘗
祭
の
本
義
」　

昭
和
三
年
六
月
二
十
九
日
・
三
十
日　

東
筑
摩
郡
教
育
会
中
央
部
支
会
（
今
井
武
志
『
折
口
信
夫
と
信
濃
』　

昭
和
四
十
八
年
十
月
）

　
　
　

Ｅ
記
念
講
演
「
古
代
生
活
か
ら
見
た
御
即
位
式
と
大
嘗
祭
―
平
安
朝
以
後
に
対
す
る
考
へ
方
」
年
月　

不
明
（
古
代
研
究
所
所
蔵
新
聞
切
り
抜
き
に
よ
る
…
…
紙
名
不
明
）

　
　

を
取
り
上
げ
て
、
説
明
を
加
え
て
い
る
。

　
　

 　

解
題
は
、
前
者
Ａ
Ｂ
Ｃ
に
つ
い
て
は
、「
当
時
の
折
口
の
考
え
方
お
よ
び
所
説
の
推
移
を
知
る
た
め
の
資
料
と
な
る
が
、
書
誌
的
に
は
本
篇
と
直
接
の
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
述

べ
、
後
者
の
Ｅ
に
つ
い
て
は
、
講
演
の
予
告
記
事
（
新
聞
の
切
り
抜
き
）
で
あ
り
、
Ｄ
に
つ
い
て
は
「
本
篇
は
十
五
章
に
渉
り
、
加
筆
し
た
に
し
て
も
か
な
り
長
い
講
演
が
元
に
あ
っ

た
と
推
測
さ
れ
る
。
二
日
間
に
渉
る
信
州
の
講
演
は
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
資
料
の
中
で
蓋
然
性
が
高
い
が
、
講
演
筆
記
を
未
だ
確
認
で
き
な
い
の
で
、
有
力
な
説
と
し
て
お
き
た
い
」

と
記
す
。

（
３
） 

小
池
元
男
資
料
の
解
題
は
、
先
に
國
學
院
大
學
栃
木
短
期
大
学
国
文
学
会
の
『
野
州
國
文
學
』
第
八
十
六
号
（
平
成
二
十
五
年
三
月
）
の
「
小
池
元
男
ノ
ー
ト
―
折
口
信
夫
・
郷
土
研

究
会
ほ
か
講
義
ノ
ー
ト
―
」、
及
び
『
國
學
院
雜
誌
』
第
百
十
四
巻
第
十
号
（
平
成
二
十
五
年
十
月
号
）
の
「
折
口
信
夫
・
國
學
院
大
學
講
義
そ
の
他
―
小
池
元
男
・
石
上
順
ノ
ー
ト
―
」

に
報
告
し
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。



折
口
信
夫
「
大
嘗
祭
の
本
義
」
講
演
の
実
際

二
三

（
４
） 

紙
数
の
都
合
で
、『
武
蔵
野
大
学
日
本
文
学
研
究
所
紀
要
』
第
八
号
（
令
和
二
年
二
月
発
行
）
に
「
資
料　

折
口
信
夫
「
大
嘗
祭
の
本
義
」（
小
池
元
男
ノ
ー
ト
）
昭
和
三
年
（
上
）」、

後
半
を
次
号
に
翻
刻
す
る
。

（
５
） 
た
だ
し
頁
付
は
、『
古
代
研
究　

民
俗
篇　

第
二
』
の
八
六
二
頁
～
九
四
九
頁
と
は
異
な
り
、
一
頁
～
八
八
頁
ま
で
で
あ
る
。

（
６
） 

た
だ
、
昭
和
三
年
の
七
月
一
日
・
二
日
・
三
日
だ
と
す
る
と
、
曜
日
が
日
・
月
・
火
、
今
井
『
折
口
信
夫
と
信
濃
』
の
六
月
二
十
九
日
・
三
十
日
だ
と
金
・
土
と
な
る
。
講
演
会
の
曜

日
と
し
て
は
、
月
・
火
に
開
か
れ
る
の
は
、
少
々
疑
問
が
残
る
。
小
池
ノ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
本
講
演
が
三
日
間
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
か
ら
、
小
池
の
記
憶
違
い
が
あ
る
と
仮
定

す
る
と
、
六
月
二
十
九
日
・
三
十
日
・
七
月
一
日
の
金
・
土
・
日
の
三
日
間
だ
っ
た
可
能
性
も
残
し
て
お
き
た
い
。
ち
な
み
に
同
じ
ノ
ー
ト
の
「
徳
川
時
代
文
学
史
（
江
戸
時
代
文
学
史
）」

の
行
わ
れ
た
昭
和
三
年
六
月
八
日
～
十
日
の
曜
日
は
、
金
・
土
・
日
で
あ
る
。

（
７
） 

松
本
萬
葉
研
究
會
版
『
文
学
博
士　

折
口
信
夫
先
生
述　

萬
葉
集
選
釋
（
第
一
輯
）』
は
、
小
池
が
松
本
女
子
職
業
學
校
内
松
本
萬
葉
研
究
會
の
代
表
者
と
な
っ
て
、
昭
和
十
一
年
十
二

月
に
発
行
し
た
（
非
売
品
）
も
の
で
、
ノ
ー
ト
番
号
（（
が
講
義
筆
記
ノ
ー
ト
と
し
て
残
る
。
ま
た
、『
文
學
博
士　

折
口
信
夫
先
生
講
述　

日
本
文
學
史
（
第
二
輯
）』（
発
行
年
月
不
明
）

は
ノ
ー
ト
番
号
（0
・
（（
を
整
理
し
た
も
の
で
、
末
尾
に
「
附
記
」
と
し
て
、「
本
冊
子
は
昭
和
十
年
夏
、
前
年
に
引
き
續
い
て
御
講
演
を
願
つ
た
も
の
の
筆
記
で
、
文
中
多
く
の
誤
謬
や

不
備
な
所
は
凡
て
筆
者
の
責
任
で
あ
り
ま
す
。」
と
あ
る
。
そ
の
筆
記
者
は
お
そ
ら
く
小
池
と
思
わ
れ
る
。
詳
し
く
は
注
（
３
）『
野
州
国
文
学
』
第
八
十
六
号
参
照
の
こ
と
。
な
お
、

小
池
の
ノ
ー
ト
が
昭
和
十
一
年
頃
で
途
絶
え
る
の
は
、
昭
和
十
二
年
八
月
に
充
員
召
集
に
よ
り
出
征
（
昭
和
十
五
年
十
一
月
召
集
解
除
）、
同
十
六
年
十
二
月
再
び
応
召
（
翌
十
七
年
七

月
召
集
解
除
）
の
六
年
余
り
の
従
軍
に
よ
る
。

（
８
） 『
武
蔵
野
大
学
日
本
文
学
研
究
所
紀
要
』
第
四
号
（
平
成
二
十
九
年
三
月
）、『
同
書
』
第
五
号
（
同
年
九
月
）
に
「
資
料　

折
口
信
夫
・
國
學
院
大
學
講
義　

発
生
日
本
文
学
史　

昭
和

三
年
（
上
）」、「
同
（
下
」
と
し
て
翻
刻
報
告
済
み
。
大
嘗
祭
に
か
か
わ
る
部
分
は
、
第
五
号
に
収
録
。

（
９
） 『
野
州
國
文
學
』
第
八
十
六
号
（
平
成
二
十
五
年
三
月
）「
資
料　

小
池
元
男
ノ
ー
ト
（
一
）
―
平
成
二
十
四
年
度
「
民
俗
文
芸
演
習
」
翻
刻
集
―
」
参
照
。

（
（0
） 

中
山
太
郎
は
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
生
ま
れ
、
栃
木
県
足
利
出
身
の
民
俗
学
者
で
、
当
時
、
折
口
信
夫
が
主
宰
す
る
國
學
院
大
學
の
郷
土
研
究
会
で
た
び
た
び
話
を
す
る
な
ど
、

折
口
と
は
交
流
が
深
か
っ
た
。
中
山
の
年
譜
に
つ
い
て
は
、
礫
川
全
次
編
『
タ
ブ
ー
に
挑
む
民
俗
学
―
中
山
太
郎
土
俗
学
エ
ッ
セ
イ
集
成
―
』（
河
出
書
房
新
社　

平
成
十
九
年
）
の
「
中

山
太
郎
略
年
譜
」
を
参
照
の
こ
と
。
な
お
、
折
口
と
中
山
の
離
反
に
つ
い
て
は
、
最
近
、
北
村
薫
氏
が
そ
の
い
き
さ
つ
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（『
小
萩
の
か
ん
ざ
し　

い
と
ま
申
し
て

３
』（
文
芸
春
秋
社
、
平
成
三
十
年
）

（
（（
） 「
御
禊
」
が
正
し
い
が
、
小
池
ノ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
プ
リ
ン
ト
に
「
御
慶
」
と
誤
っ
て
記
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。



國
學
院
大
學
紀
要
　
第
五
十
九
巻
（
二
〇
二
一
年
）

二
四

（
（（
） 

も
ち
ろ
ん
折
口
は
「
民
俗
学
」
の
語
も
使
う
が
、「
古
代
民
族
論
理
」
な
ど
と
い
う
場
合
に
は
「
民
族
」
の
語
を
使
う
。
ま
た
、
師
の
柳
田
國
男
が
携
わ
っ
た
雑
誌
『
民
族
』
は
第
一
巻

第
一
号
の
大
正
十
四
年
十
一
月
か
ら
第
四
巻
第
三
号
の
昭
和
四
年
四
月
ま
で
民
族
発
行
所
（
編
輯
者
に
岡
村
千
秋
、
発
行
者
に
岡
茂
雄
）
よ
り
出
て
お
り
、
折
口
も
「
餓
鬼
阿
弥
蘇
生
譚
」

（
第
一
巻
第
二
号
、
大
正
十
五
年
一
月
）、「
小
栗
外
伝
」（
第
二
巻
第
一
号
、
同
年
十
一
月
）、「
水
の
女
」（
第
二
巻
第
六
号
、
昭
和
二
年
九
月
）、「
水
の
女　

そ
の
二
」（
第
三
巻
第
二
号
、

昭
和
三
年
一
月
）、「
常
世
及
び
「
ま
れ
び
と
」」（
第
四
巻
第
二
号
、
昭
和
四
年
十
一
月
）、「
餓
鬼
阿
弥
蘇
生
譚
梗
概
―
終
編
―
」（
第
四
巻
第
三
号
、
同
年
四
月
）
な
ど
を
発
表
し
て
い

る
。
雑
誌
『
民
族
』
は
柳
田
の
命
名
で
、「
フ
ォ
ク
ロ
ア
、
民
族
学
、
人
類
学
、
考
古
学
、
言
語
学
、
歴
史
学
に
わ
た
る
広
い
総
合
的
な
雑
誌
を
頭
に
描
い
て
い
た
」（
岡
正
雄
「
柳
田

國
男
と
の
出
会
い
」『
柳
田
國
男
研
究
』
創
刊
号
、
昭
和
四
十
八
年
二
月
）
と
さ
れ
る
。
折
口
は
、
後
の
講
義
だ
が
、
郷
土
研
究
会
の
「
民
俗
学
の
意
義
」（
昭
和
七
年
五
月
三
日
〈
火
〉）

で
は
「
我
国
の
民
俗
学
も
族
の
文
字
を
用
ゐ
、
両
者
等
し
い
も
の
、
又
は
人
に
よ
つ
て
は
人
類
学
的
の
意
義
に
族
を
用
ゐ
て
ゐ
る
人
も
あ
る
。
や
は
り
細
い
事
は
云
へ
ぬ
が
、
民
俗
学

の
歴
史
の
上
に
一
つ
の
あ
と
を
と
ゞ
め
て
ゐ
る
の
だ
。
個
人
〳
〵
の
民
俗
学
が
あ
つ
て
総
体
の
上
で
は
漠
然
と
し
て
ゐ
る
。」（『
野
州
國
文
學
』
第
八
十
六
号
、
平
成
二
十
五
年
三
月
）

と
述
べ
て
い
る
。

（
（（
） 「
民
間
の
新
嘗
」
は
『
國
學
院
雜
誌
』
第
二
一
巻
第
八
号
（
大
正
四
年
八
月
）
に
発
表
さ
れ
た
。
以
下
要
点
を
紹
介
す
る
。「
野
ら
の
仕
事
が
一
通
終
つ
た
頃
に
、
農
家
の
若
い
者
が
鶴

岡
や
酒
田
や
温
泉
處
な
ど
飲
食
店
や
遊
女
屋
の
あ
る
處
に
出
て
行
つ
て
遊
ぶ
。
之
を
「
泥ド

ロ

洗ア
ラ
ヒ

」
と
も
い
ふ
が
主
に
「
ナ
ワ
ナ
イ
ギ
ョ
ウ
」
と
い
つ
て
、
此
の
時
丈
は
如
何
な
る
者
も
公

然
と
遊
里
に
出
入
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
五
六
里
も
あ
る
遠
い
鄕
村
か
ら
ぶ
ら
〳
〵
と
出
て
行
く
の
で
、
或
る
時
期
の
間
遊
郭
や
飲
食
店
が
大
繁
昌
を
す
る
の
で
あ
る
。
此
の
「
ナ

ワ
ナ
イ
ギ
ョ
ウ
」
と
い
ふ
言
葉
が
疑
問
な
の
で
あ
る
。
尋
常
に
聽
け
ば
「
繩ナ

ハ

綯ナ
ヒ

業ゲ
フ

」
と
聞
え
る
、
併
し
「
何
々
業
」
と
い
ふ
こ
と
は
維
新
後
の
新
し
い
語
で
、
昔
は
決
し
て
用
ゐ
な
い

も
の
（
中
略
）
そ
こ
で
自
分
は
、
ナ
ワ
ナ
イ
は
新
嘗
の
ニ
ハ
ナ
ヒ
の
轉
訛
で
、
新ナ

ハ

嘗ナ
ヒ

行ギ
ャ
ウ

の
意
味
だ
ら
う
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
常
陸
風
土
記
や
萬
葉
集
の
歌
で
民
間
新
嘗
の
時
に
朝
家
の

御
儀
と
同
じ
く
潔
齋
物
忌
の
甚
嚴
重
で
あ
つ
た
事
を
心
に
持
つ
て
見
た
な
ら
ば
、
収
穫
後
の
慰
勞
休
暇
や
賞
與
を
貰
つ
た
場
合
に
遊
ぶ
こ
と
を
新
嘗
の
行
事
に
結
び
つ
け
て
、
此
の
遊

飲
は
尋
常
の
惡
い
遊
で
な
い
、
お
籠コ

モ
リ

で
あ
る
、
何
の
お
籠
か
、
新ニ

ハ

嘗ナ
ヒ

の
行ギ

ャ
ウ

で
あ
る
と
揚
言
し
て
公
然
と
や
り
、
人
も
之
を
許
し
た
の
で
あ
ら
う
。」（
八
〇
九
～
八
一
〇
頁
）。
た
だ
し
、

折
口
は
、
直
接
に
師
か
ら
講
義
や
会
話
で
も
聞
い
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
（（
） 

早
良
廃
太
子
の
事
件
は
、
延
暦
四
年
（
七
八
五
）
の
藤
原
種
継
暗
殺
に
よ
る
も
の
で
、
こ
れ
は
道
祖
王
の
廃
さ
れ
た
天
平
勝
宝
九
歳
（
七
五
七
）
の
事
例
を
さ
し
て
い
よ
う
。
道
祖
王
は
、

天
平
勝
宝
八
歳
（
七
五
六
）
諒
闇
の
中
に
侍
童
に
通
じ
、
機
密
を
民
間
に
漏
ら
し
た
り
、
恣
な
行
為
が
多
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
三
月
丁
丑
（
二
十
九
日
）
に
皇
太
子
を
廃
さ
れ
て

い
る
。

（
（5
） 

全
集
（（
の
「
沖
縄
採
訪
記
」（
大
正
十
二
年
）
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。「（
浜
下
り
と
市
庁
）
先
月
末
首
里
市
庁
の
う
し
ろ
の
山
で
、
辻
の
尾
類
が
死
ん
で
ゐ
た
。
心
中
の
男
が
逃
げ
た
の



折
口
信
夫
「
大
嘗
祭
の
本
義
」
講
演
の
実
際

二
五

と
も
言
ふ
こ
と
で
あ
つ
た
。
市
庁
で
は
、
泊
の
浜
に
下
り
て
、
一
日
遊
ん
で
来
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
」（
一
八
三
頁
）

（
（（
） 『
日
本
随
筆
大
成
』
巻
十
二
（
昭
和
三
年
四
月
、
吉
川
弘
文
館
）
収
録
『
耽
奇
漫
録
』
一
二
〇
頁
。
た
だ
し
「
保
身
要
決
」
が
徳
川
時
代
の
も
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
（（
） 
大
嘗
祭
の
卯
の
日
の
亥
の
一
刻
以
降
、
大
嘗
宮
悠
紀
殿
に
て
の
「
供
御
膳
」
の
儀
で
、
最
姫
が
天
皇
に
お
神
酒
を
手
渡
し
、
天
皇
が
神
饌
の
上
に
灑
い
だ
後
に
唱
え
ら
れ
て
い
る
。「
次

姫
自
二
南
戸
一
伝
（
取
脱
カ
）
瓶
子
来
候
、
最
姫
（
伝
脱
カ
）
取
二
本
柏
一
、
盛
レ
酒
奉
二
天
皇
一
、　

内
裏
式
、
奉
二
柏
於
天
皇
一
奉
レ
酒
盛
レ
之
、
天
皇
受
即
灑
二
神
食
上
一
、
而
近
代
所
レ
行
姫

取
レ
柏
自
盛
、　

天
皇
受
レ
之
灑
二
神
食
上
一
、
以
二
其
柏
一
便
置
二
神
食
之
上
一
、　

如
レ
斯
四
度
、
度
別
易
レ
瓶
供
レ
之
、
此
間
采
女
祝
曰
、
先
可
二
挟
給
一
之
物
を
後
ニ
挟
美
給
、
及
諸
有
レ
咎

と
も
神
直
比
大
直
比
尓
受
給
ヘ
」（『
江
家
次
第
』
巻
第
十
五
、〔
改
訂
増
補 

故
実
叢
書
〕
２
巻
）


